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は じめ に

売1瀞 測の合理性の証明責任

フランチ ャイジーの店舗経営 と売 ヒ予測

フランチ ャイジーの店舗経営 とフランチャイザーの指導援助義務

結 びにかえて

第1章 は じあに

本 稿 で は,フ ラ ンチ ャイ ズ店 舗 を 出店 す る際 の売Lr測 に まつ わ る 問題

を 検 討 す る。

「予測」 とい う言葉 を 辞 書で 調 べ てみ る と,「 将 来 の 出 来事 や状 態 を 前 もっ

て お しは か る こ と。 ま た,そ の 内 容 。」 を 」ち測 と い う(松 村 明 編 集 「大 辞

林』(三 省堂,1999年))。 この よ うに 」り測 と は将 来起 こ り う るか も しれ な

い こと で あ り,将 来必 ず 起 こ り う る こ とで は な い。 す な わ ち,予 測 とは,

はず れ る こ とが あ る の で あ る。 予測 が そ の 行 為 の 基 本 とな って い る競 馬 の

世 界 で は 「競馬 に絶 対 は な い」 とい う格 言が あ る。 これ は,硬 い と思 って

い た レー ス で も波 乱 の 展 開 が あ る とい う意 味 で あ り,多 くの 人 の ア測通 り
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に競 馬 の順 位 が 決 ま る とは 必 ず しも限 らな い と い うこ とで あ る。 お な じ く

株 式投 資 に は 「も う は まだ な り,ま だ は も うな り」 と株 相 場 予想 の 難 し さ

を 説 い た 格 言 が 江 戸 時 代 の米 相 場 か ら受 け継 が れ て い る(U。

株 式 投 資 に は,「 命 金 に は 手 を つ け る な」 と い う格 言 もあ る。 予測 が は

ず れ て 損 をす る と生 活 で き な くな るよ うな 資 金 を 投 入 して 株 式 投 資 をす る

な と い う意 味 で あ る。 この よ うに 株 式 投 資 は金 銭 的 な 余 裕 が あ る場 合 に行

う こ とを前 提 に して い る よ うで あ る。 しか し,こ れ ら競 馬 や株 式 投 資 と 同

じ よ う に 予 測 が そ の 行 為 の 前 提 と な って い る フ ラ ンチ ャイ ズ契 約 で は,

「命 金 に は 手 をつ け るな 」 と い う格 言 は あ て は ま らな い。 な ぜ な ら,フ ラ

ンチ ャ イ ズ シ ス テ ム は,フ ラ ンチ ャイ ズ に加 盟す る こ とに よ り,素 人 で も

簡 単 に事 業 者 と して 成 功 す る こ とが で き る とい う こ とが そ の シ ステ ムの 根

幹 と な っ て い る。 そ して,加 入す るた め の 費 用 は,大 変 な 額 にの ぼ る〔z;0

この た め,実 際 に脱 サ ラ した 元 サ ラ リー マ ンな どの 多 くの 人 に と って は,

全 財産 を な げ う って 人 生 を か け た 大 勝 負 を す る こ とが 前 提 と な って い る の

で あ る。 す な わ ち,多 くの 人 に と って は,命 金 を投 資 す る こ とが非 常 に 多

く,ま た,こ の よ うな 人 々が 加 入 す る こ とを 前 提 に して 発 展 を 続 けて い

る(:㌔

しか しな が ら,命 金 を投 資 した に もか か わ らず,失 敗 す る フ ラ ンチ ャ イ

ジー は非 常 に多 い。 中 に は40%以 上 も閉 店 して い る フ ラ ンチ ャイ ズ チ ェー

ンす らあ る(41。しか も,フ ラ ンチ ャ イ ジー が フ ラ ンチ ャイ ザ ー に対 して 不

満 を抱 く最 大 の 原 因 は,フ ラ ン チ ャ イザ ー の 予 想 通 りの売 上 ・利 益 が得 ら

れ な い こ とで あ る。 確 か に フ ラ ンチ ャイ ズ店 舗 の売 上 予測 は,予 測 で あ る

以f:,は ず れ る こ とが あ って 当然 で あ る。 よ って,判 例 で は,現 実 の 売 上

と 予測 に乖 離 が あ っ た だ けで フ ラ ンチ ャイ ザ ー の 責任 は 問 え ず,そ の 売 上

予測 が 合理 的 で な か った 場 合 に のみ,フ ラ ンチ ャイ ザ ー は 責 任 を 負 う と判

断 して い る゜hlO

そ の 合 理 性 の 判 断 基 準 につ い て は,前 稿(拙 稿 「フ ラ ンチ ャ イ ズ シ ステ
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フラ ンチ ャイズ契約締結準備段階 におけるフラ ンチ ャイザーによる

売 一ヒ収益 予測情報 とフラ ンチ ャイ ジーによる店 舗経営

ム と フ ラ ンチ ャイ ズ契 約 締 結 準 備 にお け る売 上 予 測 」 大 阪 学 院29巻2号

149頁 以 下(2003年),大 阪 学 院30巻1・2号55頁 以 下(2004年))で,

「売 上 予 測 の 合理 性 に 関 して は,デ ー タの 種 類 は ほ とん ど問 題 に な って い

な い。 計 算 方 法 に関 して は,① 合理 的 で あ れ ば統 計 学 的 な 根 拠 を 示 す 必 要

は な い,② 予測 値 が 過 大 で あ る こ と を防 止す る計 算 方法 で あ る こ とが必 要,

③ 調査 等 を さ ら に行 って も計 算 に よ り出 さ れ た結 果 が 変 わ らな い,と い う

基 準 が 判例 に お い て 示 され て い る。 そ して,実 際 は,計 算 方 法 よ り計 算 に

用 い られ た 数 値 の 方 が 合 理 性 の 判 断 に お い て 重要 視 され て い る。 数 値 の 合

理 性 の 判断 基 準 と して は,① 明 白 な誤 謬 が な い こ と,② 現 地 調 査 を 行 って

算 出 した 数 値 で あ る こ との 二点 で あ る。」 と の一 応 の 結 論 を 示 した 。 本稿

で は,さ らに この売 上予 測 の 合 理 性 の 問 題 を進 め て,実 際 の売 トと予 測 と

の 間 に乖 離 が 生 じて しま った結 果,裁 判 とな った 場 合,そ の合 理 性 を 誰 が

証 明 せ ね ば らな い の か を検 討 す る。 フ ラ ンチ ャ イザ ー と フ ラ ンチ ャイ ジー

の 情 報 量 の 格 差 は著 しい の で あ り,は じめ か ら フ ラ ン チ ャ イ ジ ー は フ ラ ン

チ ャ イザ ー の 援 助 を 受 け る こ とが,フ ラ ンチ ャイ ズ シ ステ ム ・フ ラ ンチ ャ

イ ズ 契 約 の 前提 とな って い る((il。それ に もか か わ らず,売 ヒ予 測 が は ず れ

た結 果,フ ラ ンチ ャ イザ ー と フ ラ ンチ ャイ ジー 間 に紛 争 が 生 じた 場 合 に,

情 報 量 に 劣 る フ ラ ンチ ャ イ ジー が その 予測 に 合理 性 が な か った こ とを 証 明

で き な け れ ば,フ ラ ンチ ャ イ ジー に フ ラ ンチ ャイザ ー に対 す る損 害 賠 償 が

認 め られ な い と い うの は フ ラ ンチ ャイ ジー に酷 で は な いか 。 こ の 問題 を検

討 した い。 こ れ が本 稿 の 問 題 点 の 第 一 点 目で あ る。

二点 目 は,売 上 予測 と フ ラ ンチ ャ イ ジー の 店 舗 経 営 の 関 係 で あ る。 す な

わ ち,フ ラ ンチ ャイ ジー の 店 舗 経 営 に問 題 が あれ ば,フ ラ ンチ ャイ ザ ー が

杜 撰 な 予測 を した と して も責 任 が な くな る の か と い う問 題 で あ る。 確 か に,

フ ラ ン チ ャイザ ー と フ ラ ンチ ャ イ ジー は お 互い 独 立 の 事業 者 で あ る以 一L,

事業(店 舗 経 営)が 失敗 した場 合 に は,フ ラ ンチ ャ イ ジー が 責 任 を 負わ な

け れ ば な らな い のが フ ラ ンチ ャイ ズ シ ステ ム ・フ ラ ンチ ャイ ズ契 約 の 原 則
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で あ る'il。しか しなが ら,フ ラ ンチ ャ イ ズ シ ス テ ム ・フ ラ ンチ ャイ ズ契 約

に は 別 の 側 面 もあ る。 そ れ は,フ ラ ンチ ャ イ ジー に は フ ラ ンチ ャ イズ の ブ

ラ ン ドイ メー ジを守 る義 務 が あ り,営 業 ・経 営 につ い て,フ ラ ンチ ャ イジー

の 裁 量 は非 常 に少 な い と い うこ とで あ る。 フ ラ ンチ ャイ ジー に は努 力 しよ

う に も,契 約 へ の拘 束 が 強 い た め に限 界 が あ るの で あ る:8b。逆 に フ ラ ンチ ャ

イザ ー に は,フ ラ ンチ ャイ ジー の店 舗 経 営 が順 調 に い くよ うノ ウハ ウ を提

供 し経 営 指 導 をす る義 務 が あ り,フ ラ ンチ ャ イ ジー の店 舗 経 営 に 問題 が あ

れ ば そ れ を 修iEせ ね ば な らな い の が フ ラ ンチ ャ イザ ー の契 約 上 の義 務 で あ

る191。しか し,フ ラ ンチ ャイ ジー が フ ラ ンチ ャ イザ ー の 経 営 指 導 に従 って

い た の に,実 際 の売L一が 脅則値 に達 しな か った場 合,フ ラ ンチ ャ イ ジー の

責任 とな って し ま うの で あ ろ うか。 この 問 題 が 本 稿 で 検 討 す る第 二点 目で

あ る。 以 下,順 に検 討 して い く。

注

11)も う底 だ と思 え る よ うな と きは,ま だ ド値 が あ るの で はな いか と一 応

考え て み な さい。 反 対 に,ま だ ドが る ので は な いか と思 う とき は,も う

この辺 が底 か も しれ な い と反 省 してみ て は どうか 」 とい う意味 で あ る。

つ ま り,微 妙 な 相場 の変 化 に 対 して,自 分 だ け の独 善 的 な判 断 をふ り回

す ことが,い かに危 険 であ るか を説 いた こ とばであ る。 証券広 報 セ ン ター

相 場 格 言集 〈http://www.skc.or.jp/kakugen/index.html>accessedon

Nov.12005

(2)」CIに フラ ンチ ャ イズ とい って も,様 々 な事 業形 態 を 含み,ま た,店

舗 費用 な どにつ いて は,地 域 間 格差 もあ る ため た め,初 期 費 用 と して い

くらか か るか は,フ ラ ンチ ィズチ ェー ン ごと に異 な るが,外 食 や コ ン ビ

ニ等 の 業界 にお け る大 手 フラ ンチ ャ イズチ ェー ンの場 合 には,最 低 で も5

千万 円 は必 要で あ る。

この 点 を指 摘 す る もの と して,本 間 重紀 ・近 藤 充代 「ロー ソ ンT葉 事

件 に関す る鑑 定意 見 書」 静法4巻4号225頁 以 ド(2000年)
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フランチ ャイズ契約締結準備段階 におけるフラ ンチ ャイザーによ る

売 上収益 予測情報 とフラ ンチ ャイ ジーによる店舗経 営

(3}拙 稿 「フ ラ ンチ ャイ ズ シス テム とフ ラ ンチ ャイ ズ契約 締 結 準 備段 階 に

お け る売r_予 測(1)」大 阪 学院29巻2号151頁 以 下,158頁 以 下。 また,

フ ラ ンチ ャイズ契約 を結 び加 盟そ して店 舗運 営 を した ものの 失敗 した オー

ナー達 の悲 痛 な叫 びに つ いて は,本 間重 紀 編 「コ ンビニ の光 と影』35頁

以 ドが 詳 しい(花 伝 社,1999年)。 その 他,田 中久 夫 ・深 澤 献 ・内 村 敬

「フ ラ ンチ ャイ ズ大 誤算 」週Fl」ダ イヤモ ン ド1999年2月61]号26頁 以 ド,

田中 久 夫 ・深 澤 献 ・内村 敬 「フラ ンチ ャイ ズの 地 獄」 週 刊 ダ イヤ モ ン ド

1998年6月20日 号24頁 以 下,植 田忠義 「本 部 の説 明 不足 と加 盟店 へ の

加 重負 担 とい う コ ン ビニ の あ こぎ さ」 エ コ ノ ミス ト1998年4月14「1号

78頁,松 山徳之 「「3年 後」 を誓 った ロー ソ ン6期 生 の無 惨 な夢 の跡 」 エ

コ ノ ミス ト1998年5月12日 号112頁,コ ン ビニ オ ー ナ ー実 名座 談 会

「もは や,コ ン ビニ ほ ど危険 な商 売 は な い?!」 エ コ ノ ミス ト1998年8

月4日63頁,渡 辺 脩 「カ ス ミ集 団 訴訟 が示 す コ ンビニ ・フラ ンチ ャイズ

の 「奴 隷 の 契 約 」」 エ コ ノ ミス ト1998年9月1日56頁,本 間 重紀 ほ か

「シ ンポ ジ ウ ム コ ン ビニ 経 営 の未 来 と展 望」 コ ン ビニ ・FC全 国 協 議 会

「コ ン ビニ 経 営 の現 在 と未 来展 望』25頁 以 下(1999年),山 本 晃正 「コ ン

ビニ は ど うな って い るの か?」 山本 晃 正編 『コ ン ビニ フ ラ ンチ ャイ ズは

ど こへ 行 く』9頁 以 ド(花 伝社,2001年),近 藤 忠孝 「「現 代 の奴 隷解 放 」

運動 の 広が りと闘 いの 前進 」近 藤忠 孝 ほか 「現 代 コ ンビニ商 法』9頁 以 ド

(か もが わ 出版,2000年)。

(4)近 藤忠 孝 「コ ン ビニ エ ンス ス トア 訴訟 の 今 日的意 義」 本間 重紀編 『コ

ン ビニ の光 りと影』141頁(1999年)

(5)大 阪 地 判平 成7・8・25(と う りゃん せ事 件)判 タ902号123頁,金 判

997号30頁 。拙 稿,評 釈,関 学50巻2号193頁 以 ドも参 照 され た い。 そ

の 他,拙 稿 「フ ラ ンチ ャイ ズ シス テム とフ ラ ンチ ャイ ズ契 約 締 結 準 備 に

お け る売r.予 測(2・ 完)」 大阪学 院30巻1・2合 併 号55頁 以 下(2003年)

も参照。

(6)日 本 フ ラ ンチ ャイ ズチ ェー ン協 会 「フ ラ ンチ ャイ ズ とは」 〈http://jfa.
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jfa-fc.or.jp/qa_1.html>参 照。

な お,フ ラ ンチ ャ イ ズ契 約 締結 準 備 段 階 に お いて,フ ラ ンチ ャイザ ー

に売 上 丁'測情 報提 供 す べ き義 務 が あ るの か ど うか につ いて,拙 稿 「フ ラ

ンチ ャイ ズ契 約締 結 準 備段 階 にお け る フ ラ ンチ ャイザ ー に よ る売 上予 測

情 報 の提供 一 名 占屋 高判平14・4・18(サ ー クルK加 賀黒 瀬店 事件)の 検

討 を 中心 に一 」大 阪 学院 通 信34巻61」21頁 以 下(2003年)に お いて,

積 極 的情 報 提 供義 務を 認 め るべ き 旨,主 張 したが,学 説 は別 れ て い る。

肯定説 と して,大 島 和 夫 「コ ン ビニ契 約 の法 的 問 題点(そ の2)」 神戸 外

大 論叢51巻3号77頁 以 下,近 藤 充代 「コ ン ビニ ・FC契 約 を め ぐる判 例

の新 たな動 向 」清 水 誠先 生 古希記 念論 集 『市民 法学 の 課題 と展 望』537頁

以 下(日 本評 論社,2000年),有 馬奈 菜 「フラ ンチ ャ イズ契約締 結 過程 に

おけ る情報 提 供義 務(下)」 一 橋 法学2巻3号1033頁(2003年)。 反対 説

と して,川 越 憲治 『フラ ンチ ャイ ズ システ ムの法理 論 』275頁 以F(2001

年,商 事 法 務研 究会),金 井 高志 「フ ラ ンチ ャ イズ契 約 締結 過 程 にお け る

紛 争 の判 例分 析(2)」判 夕1061号28頁 以 一ド(2001年),三 島徹 也 「フラ ン

チ ャ イ ズ契 約 の 締結 過 程 にお け る情 報提 供 義 務」 法時72巻4号70頁 以

下(2000年),高 田淳 「フラ ンチ ャイ ズ契 約締 結過 程 に お ける フラ ンチ ャ

イザ ーの売 上 予測 を め ぐる責任 」法 学新 報111巻484頁 以 下(2004年)。

な お,日 本 以 外 の 各国 にお いて は,こ の売L予 測 に関 す る情 報 提 供義

務が 積 極 的 な義 務 とされ て い な い よ うで あ る。 小塚 荘 一郎 「フ ラ ンチ ャ

イズ契 約 と説 明義 務」 判 タ1178号173頁 以 ド(2005年)。

また,オ ー ス トラ リア にお け る フ ラ ンチ ャイ ズ契 約 の状 況 につ い て は

拙 稿 「フ ラ ンチ ャイ ズ契 約 締 結 準備 段 階 に お け る売 上 ・利 益 予測 情 報 の

提供(1)(2)(3・ 完)一 オー ス トラ リア法 の考 察 を 中心 に一 」愛 法167

巻29頁 以 ド,168巻27頁 以下,169巻79頁 以 下(2005年)参 照。

(7)フ ラ ンチ ャイザ ー とフ ラ ンチ ャイ ジー が 対等 な契 約 当事 者 であ る こと

につ き批 判 的 な見解 と して,近 藤 充代 「コ ンビニ ・FC契 約 をめ ぐる判例

の新 た な動 向」清 水 誠先 生 古希 記念 論集 『市 民法 学 の課題 と展望』543頁
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以 下(日 本 評論 社,2000年)。

ま た,有 馬 先生 は,フ ラ ンチ ャ イ ジー は独 立 の事 業 者 で あ るが,知 識

や経 験 が な い 「一 般 消 費者 」 に近 い 存在 であ れ ば あ るほ ど,フ ラ ンチ ャ

イザ ーの 責任 は肯 定 され る傾 向 に あ る 旨主張 され る。 有馬 奈 菜 「フラ ン

チ ャイ ズ契 約締 結過 程 にお ける情報 提供義 務 一 経験 ・情 報 量格差 の考 慮一

(上)」 一 橋法 学2巻2号365頁(2003年)。

(8)ほ とん どの フ ラ ンチ ャイ ズ契 約 に は,抽 象 的 な フ ラ ンチ ャイ ジーの 義

務 と して フラ ンチ ャイ ズ イ メー ジを変 更 しな い義 務,そ の信 用 を低 下 さ

せ ない義 務 が 規 定 され て い る し,具 体 的 な フラ ンチ ャイ ジー の義 務 と し

て,商 品の 仕 入 先の 制 限,24時 間営 業 を維 持 す る義 務,休 むた め に本 部

の許 可 を取 る義 務,売 上 金 を 全額 送 金 す る義 務 が 課 せ られ て い る と ころ

が 多 い。 また は,こ れ らの義 務 を果 た して いるか ど うか スーパ ーバ イザ ー

が 監 視 にや って くる。 この よ うに フ ラ ンチ ャ イズ契 約 には,フ ラ ンチ ャ

イ ジー の経 営 権 を制 限 す る 条項 が 多 く含 まれ て お り,経 営破 綻 に対 す る

責任 が全 て フラ ンチ ャ イ ジー にあ る と言 う主 張 は,仮 装 の実 態 で あ る と

い わ ざ るを得 な い。 大島 和 夫 「コ ン ビニ 契約 の 問題 点(そ の2)」 神 戸外

大論 叢51巻3号80頁 以 下(2000年)参 照 。

(9)指 導 援 助義 務 につ い て は,本 稿 で も取 り上 げ るが,近 藤 ・前掲 注(6),

550頁 以 下等 参照。

また,フ ラ ンチ ャイ ズ契 約 に お け る一般 的 な権 利義 務 につ い て は,小

塚 荘一 郎 「フ ラ ンチ ャイ ズ契 約論(1)」法 協112巻9号1177頁(1995年),

高 田 淳 「特 約 店 契 約 お よ び フ ラ ンチ ャ イズ契 約 の特 徴 とそ の 解消 につ い

て 」法 学新 報105巻8・9号139頁(1999年)が 詳 しい。
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第2章 売上予測の合理性の証明責任

1適 正な売上予測情報を提供 したことの証明責任

第一点 目の問題点から検討する。第一点目は,売 一1予測が適正であった

ことの証明責任の問題である。

この問題については,従 来の多 くの判例は,売L予 測と現実の売上に乖

離があったとしても,こ の乖離により売L予 測が適正でないと推定は して

いなかった中。そ して,フ ランチャイジーは他の証拠により売止予測が合

理的でなかったことを証明せねばな らず,証 明できなければ損害賠償請求

が認められないと裁判所により判示されていた。 しか しなが ら,実 際の売

一ヒと予測に著 しい格差がある場合には,売1;予 測が合理的でなか ったと推

定する判決が増えてきている。すなわち,売1矛 測が合理的でなかったこ

との証明責任をフランチャイザーに課す判決が増えてきているのである(・);O

以 ド,判 例を詳しく分析 していく(な お,判 例の番号は,表 を参照)。

2判 例 分 析

2-1売 上 予 測 と現 実 の 売 一ヒに乖 離 が あ った場 合,こ の乖 離 に よ り売}二 予

測 が適itで な い と推 定 しな か った 判 例

従 来 の 判 例 の 多 くは,こ の 事例 群 に分 類 され る。 す な わ ち,売 上 予測 と

現 実 の 売 上 に乖 離 が あ った と して も,こ れ だ け で売i予 測 が適11:で な か っ

た とは いえ ず,フ ラ ンチ ャイ ジー は他 の 事実 によ り売L予 測 が 適 正 でな か っ

た こ とを証 明せ ね ば な らな い とす る 判 例 で あ る。

(1)判 例 の紹 介

【判 決1】 東 京地 判 平元 ・11・6(イ タ リア ン トマ ト事 件)

「原 告 らの 指 摘 す る 予想 売 ヒと実 際 の売Lと の 格 差 につ い て は,そ の 原

因 が,原 告 らの 主 張 す る よ うに,被 告 が 立地 調 査 を 尽 く さな か った た め に
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過大な売上を設定 したことにあると認めるに足 りる証拠はな く,立 地調査

をさらに重ねれば現実の売上に近い数字を算出しえたともいえない。……

契約締結上の過失に関する原告 らの主張は認められない」

【判決3】 東京地判平3・4・23(デ イリー ・クィーン事件)

「これらの数値を用いて算出した売上予測は,実 際の売上高と大きく異

なったことが認められるが,原 告の営業が予想を遥かに下回った原因とし

て,開 店時期や店前の道路」二事,店 員同士の仲が険悪で店の雰囲気が悪かっ

たことなど,種 々の要因が指摘されており,そ れ らの要因を否定するに足

る資料は提出されていない。そうすると,実 際の売上が売上予想を大きく

下回ったことのみを理由に,被 告の用いた平均的競合率等の数値が誤 って

い た もの と認 め る こ とは 困 難 で あ る。」

【判 決17】 東京 地 判'T'14・1・25(べ 一 カ リー カ フ ェ事 件)

「フ ラ ンチ ャ イザ ー が フ ラ ンチ ャ イ ズ契 約 を締 結 す る に際 して 提 供 した

売 」矛 測及び総事業費予測が,事 業活動の結果として現れた実際の売上及

び総事業費の実績 と異なるものとなったとしても,こ のことか ら直ちに客

観的かつ的確な売上予測及び総事業費予測を提供すべき注意義務に違反す

るものではなく,予 測の手法自体が明白に相当性を欠いた不合理な もので

あったり,こ れに用いられた基礎数値が客観的根拠を書いている場合など,

売上予測及び総事業予測が全く合理性を欠き,フ ランチャイジーに契約締

結に関する判断を誤 らせるおそれが著 しく大きいものである場合に限って,

前 記 注 意 義 務 違 反 と な り,フ ラ ンチ ャイ ジー が これ に よ って 被 った 損 害 を

賠償する責任を負うものと解するのが相当である。……確かに被告が最終

的 な 予測 と して 示 した売 上 予測 に よ れ ば,本 件 店 舗 の 売 一ヒは,カ フ ェ レス

トラ ン部 分 とパ ブ レス トラ ン部分 を 合 わ せ て1日 あ た り139万 円 と 予測 さ

れ て い た に もか か わ らず,実 際 に は 開 店 直 後 の 同年10月 で1日 あ た り59

万3988円,同 年11月 で1日 あ た り54万5844円 とい うよ うに,売 上 予 測

を 大 幅 に ド回 る売 上 しか 得 られ な か った … … 被 告 が 示 した 売 ヒ予測 は 客 観
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的な根拠事実に基づき,本 件店舗の有利な部分も不利な部分もともに評価

して行われたと認められるから,予 測の手法が明白に相当性を欠いた もの

であるとはいえず,か つこれに用いた基礎数値 も,客 観的根拠を有するも

のであったか ら,合 理的な手法による予測であったと認めるのが相当であ

る。」

【判決15】 名古屋高判平14・5・23(サ ークルK雑 誌記事掲載事件第二

審)

「本件店舗の売上を科学的に正確に予測す る手法が確立されているとは

認め られない以上,売 上実績が売上予測 と一定限度で異なることは避けら

れないのであり,合 理的な方法で予測 したものである限り,そ の手法に改

良の余地があったとしても,実 際の本件店舗における売上実績が,売 上予

測を ド回 ったか らといって,客 観的かつ的確な情報を提供すべき義務に直

ち に違 反 した とい う こ とは で き な い。」

【判決21】 大津地判平14・11・7(東 近畿スパー草津帰帆島前店事件)

「ある店舗における売 上額は,一 定の条件をあてはめればかなり正確 に

予測できるというものではな く,当 該店舗に特有の要素によっても影響さ

れるものであるし,ま た,当 該店舗の経営者の経営姿勢,資 質,努 力等に

も影響 されるものであるから,開 店前の時点において,売L額 に関する一

応の目標数値をあげることはできるとしても,合 理的な根拠を持って売1.

予測をすることは極めて困難なことであると考えられる。 したがって,被

告がそれなりの根拠をもとに売fに 関する予測をし,こ れを前提としたシ

ミュ レー シ ョンを 作 成 した と こ ろ,実 際 に は,そ の売L予 測 と異 な っ た売

上額 にな った か ら と い って,そ の こ とが 直 ち に フ ラ ンチ ャイ ジー に な ろ う

とする者に対する不法行為を構成するものではないというべきである。」

【判 決6】 千 葉 地 判 平6・12・12(ほ っか ほ っか て い事 件)

「な お,売L低 迷 の 原 因 につ い て,原 告側 は,元 来 本 件 店 舗 の 立地 条 件

は持 ち帰 り弁 当 店 に と って は不 利 で あ って,経 営 努 力 に よ って も被 告の 出
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した売 上 予測 値 等 を 上 げ る こ と は所 詮 不 可 能 で あ った と 主張 す るの に対 し,

被 告 側 は,原 告 側 の 経 営 姿 勢 や 営 業 努 力 の不 足 を 問題 とす る。 結 局,本 件

の 事実 関 係 を しさい に検 討 して も,本 件 店 舗 の売Lが 被 告 の 予測 値 に達 し

な か った こ との 原 因 を 確 定 す る こ と は困 難 と い う ほか は な い。」

(2)若 干 の 分 析

これ らの 判 決 で は,売 上 費 則と現 実 の 売 上 に乖 離 が あ っ た と して もこ れ

だ け で は,そ の 売1二予測 が 適 正で な か った と は な らな い と して い る。 そ の

理 由 と して は,売kが 予測 よ り下 回 った 原 因 と して,店 舗 の周 囲 の環 境 の

変 化 や フ ラ ンチ ャ イ ジー の 営 業 努 力(フ ラ ン チ ャ イ ジ ーの 営 業 努 力 と売L

r測 は以 ドの3で 検 討 す る)に 売Lは 左 右 され る こ と を あ げて い る判 例 が

多 い。 【判 決3】 東 京地 判'1'3・4・23(デ イ リー ・ク ィー ン事 件)で は,

開 店 時 期 や店 前 の道 路 」事,店 員 同 士の 仲 が 険 悪 で 店 の 雰 囲 気 が 悪 か っ た

こ と な どを あ げて い る「:4)。【判 決21】 大 津 地 判 平14・11・7(東 近 畿 スパ ー

草津 帰 帆 島 前店 事件)で は,「 当 該 店 舗 に特 有 の 要 素 に よ っ て も影 響 され

る もの で あ る し,ま た,当 該店 舗 の経 営 者 の経 営 姿 勢,資 質,努 力 等 に も

影 響 され る もので あ る か ら… …」 と 判 例 で述 べ られ て い る。 これ らの 判 例

か らいえ る こ と は,店 舗 の周 囲 の環 境 や フ ラ ンチ ャ イ ジー の 営 業 努 力 な ど

r期 で きな い 要素 や 店 舗 特 有 の 要 素 な ど も売 上 に影 響 を 与 え るた め,完 全

な 売i予 測 は不 可能 で あ る と い う理 由 か ら売L予 測 と現 実 の売 上 が あ った

と して も これ だ けで は,そ の 売 上 予測 が 適 正 で な か った とは な らな い と し

て い るよ うで あ る。 【判決6】 千 葉地 判 平6・12・12(ほ っか ほ っか て い事

件)(判 夕877号229頁)1ま,売1:低 迷 の原 因 は 不 明 で あ る以 一L,実 際 の

売 ヒと予 測 に乖 離 が 生 じて もこれ だ けで,予 測 が 適 正 で は な い とは い え な

い と して い る。
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2-2売 上 予 測 と現 実 の 売 上 に 乖 離 が あ った 場 合,売1,予 測 は適 正 で な い

と推 定 した 判 例

数 は少 な いが,売 上 予 測 と現 実 の売 上 に乖 離 が あ った場 合,適 正 で な い

と推 定 した判 例 もあ る。

(1)判 例 の紹 介

【判 決10】 東 京 高判 平11・10・28(マ ー テ ィナ イ ジ ン グ事件(第 二 審))

「行 徳 店 開 業 後 の 営 業 実 績 は,売 上が 一 番 多 い月 で も約98万 円 と,オ ー

ナー給与を除いた場合の損益分岐点売 」二の約半分に しか達 していない状態

であり,日 平均客数 も同様に一貫 して大幅に下回っている。開業後の営業

成績は,事 業主である控訴人の努力に左右される面があることは確かであ

るが,他 方 にお い て,本 件 契 約 は フラ ンチ ャイ ズ契約 で あ って,開 業 に伴 っ

て被控訴人による営業の指導,援 助が行われたものであ り,営 業成績は,

特に営業当初はこれによるところも少な くないと推測される。この点につ

いて,被 控訴人は,控 訴人が被控訴人の指導に従わなかったような主張を

し,被 控訴人代表者は,同 旨の供述をするが,抽 象的な主張,供 述にすぎ

ないものであって,他 にこれを裏付けるに足 りる証拠はなく,開 業後の控

訴人の営業に取 り立てて問題があった ものとは認められない。そこで,被

控訴人の売 止試算,予 測について検討するに……そうすると,被 控訴人の

した売上試算,予 測は,競 合店についての判断を誤 ってしたものというほ

かな く,被 控訴人が契約に先立って控訴人に対して示した情報が客観的か

つ 的 確 な情 報 で なか っ た もの と認 め られ る。」

【判決19】 金沢地判平14・5・7(デ イリーヤマザキ事件)

「売 ヒ予測はあ くまで予測にすぎず,実 際との問に誤差が生 じることは,

原告 自身 了解 していたと認あ られるが……開店後の実際の売上高は訴外

A(フ ランチャイザーの社員)が 示 した売上予測のせいぜい60%に 過ぎ

ず,損 益分岐点と見込まれた売上高に達するのに要した期間も予測よりは

るかに長いことに鑑みれば,訴 外Aが 示 した売上予測と実際 との差は,
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誤差として通常 予想 される範囲を超えているという他なく,翻 ってAに

よる立地調査が十分でな く,売 上予測が合理性にかけるものであったこと

を推認させる。」

【判決20】 大阪地判平14・10・4(フ ァミリーマー ト宝塚口谷東店事件)

「本件契約締結に際 して被告の提示 した本件事業ガイ ドラインに基づ く

売上予測 と原告の店舗開店後の売上実績とを対比するとその割合が閉店ま

での間のいずれの年度も売上予測が売上実績の6割 に満たないものであっ

て,そ の提示 した予測とはいえ,不 正確で客観性を欠 くものであること自

体は否定できないところ,予 測と実績が異なることを前提としても,被 告

において,少 なくとも,そ の格差について具体的な説明をなさない以上,

本件店舗営業により予測と異なることがあるとしても相応な範囲内の実績

も得られるものと考えてフランチャイジーが契約締結することは予期 しう

るものであり,現 に夫婦の生計が維持 しうることを前提に原告が本件FC

契約の締結に至っていることは明 らかであるから,被 告の不正確な情報提

供 と原告の本件店舗の開業及び廃業との間に相当因果関係を認めることが

できるから,被 告は情報提供義無違反により原告が本件FC契 約の締結及

び本件店舗の開業によって被った損害を賠償すべき責任を負うのが相当と

い うべ き で あ る。」

【判 決22】 金 沢 地 判"15・4・28(サ ー クルK金 沢M店 事 件)

rM店 の 現 実 の 売 上 実 績 は,前 記 の とお り,1年 目で 本 件 売 上 予測 の

67%,2年 目で62%,3年 目で51%と い う惨 憺 た る有様 で あ った の で あ る

から,売 上実績が本件売上予測値よりもはるかに低水準で推移 したことに

ついて特段の原因が認められない限り,本 件売上予測値自体が適正ではな

かったと推定すべきである。そして,売 上予測については,そ の方法,収

集すべき情報の選択,収 集 した情報の評価の仕方等が専門的にわたること

に鑑みると,適 正でない予測値を提供 したことについて被告(フ ランチャ

イザー)に 過失がないことが立証されない限り,被 告に上記義務に違反す
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る過 失 が あ った と推 認 す るべ きで あ る。」

(2)若 干 の 分 析

これ らの 事 例 群 は,実 際 の 売 上 と予 測 に乖 離 が あ った た め,予 測 が 適 正

で はな か っ た と推 定 した事 例 で あ る。 【判 決19】 金 沢地 判 平14・5・7(デ

イ リー ヤ マ ザ キ事 件),【 判決20】 大 阪地 判 平14・10・4(フ ァ ミリー マ ー

ト宝 塚 口谷 東 店 事 件)は,い ず れ も現 実 の 売 上 が 予 測 の60%で あ った こ

と か ら予 測 が 適 正 で な か った こ とを推 定 して い る。 ま た,【 判 決10】 東 京

高 判 平11・10・28(マ ー テ ィナ イ ジ ン グ事 件(第 二審))で は,予 測 の約

39%に しか 達 して い な い 。 【判 決22】 金 沢 地 判 平15・4・28(サ ー ク ルK

金 沢M店 事 件)で は,1年 目で 本 件 売 上 予 測 の67%,2年 目で62%,3

年 目で51%と い う数 字 で 売 上 予 測 が 適 正 で な か った こ とを 推 定 して い る。

これ らの 判 決 か ら見 れ ば,60%以 ドにな れ ば 売 上 予 測 が 適 正 で はな か った

こ とを 推 定 で き る と い うル ー ルが 導 か れ そ うで あ るゆ。

2-3実 際の売 上が予測に達 したため適正であると認められた事例

少 し異色の判決 となるが,実 際の売上が売 上予測に達 したため適正であ

ると認められた事例 もある。

(1)判 例の紹介

【判決18】 名古屋地判平14・3・1(京 たこ事件)

「訴外A(被 告の従業員)は,原 告に対し,開 店後に売1,が 落ちついた

後も藤が丘店は月商400万 円以上,平 針店は月商250万 か ら300万 円,小

幡店は月商200万 から250万 円の売上が確実であるかのような発言をして

勧誘をしており……藤が丘店については現実に開店後3年 間にわたって月

商400万 円以上の売上が確保できていたものであり,平 針店や小幡店につ

いても開店後の現実の売上高に照 らして収益予測がことさら過大な数字で

あ っ た と は と は い え ず ・… ・・」
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フラ ンチ ャイズ契約締結 準備段階におけ るフランチ ャイザーによ る

売上収益 予測情報 とフラ ンチ ャイ ジーによる店舗経 営

【判決16】 千 葉 地 判 平13・7・5(ロ ー ソ ン千 葉 事 件)

「調 査 の 結 果 日販50万 円,月 販1500万 円 と予 測 が た て られ た と こ ろ,

開店 直後 は 日販約35万 円,月 販 約1085万 円程 度 に と ど ま って い る もの の,

開店8カ 月 後 の 平 成5年3月 に は 日販 が約43.5万 円,月 販 約1350万 円 に,

開店1年 後 の 同 年7月 に は 口販 約45万 円,月 販 約1433万 円 に売 上が 当 初

の 予測 の9割 に達 して い る とお り,調 査 結 果 か ら売 上 を 予 測 す る判 断 基 準

等 が 明 らか に な って い な い もの の,売 上 を 適 確 に 予 測 す る こ とは 困 難 で あ

ることか らすれば,被 告 ローソンの調査及び右調査に基づいた売上 予測が

杜 撰 で あ っ た と の 主張 は採 用 で き な い。」

(2)若 干の 分 析

【判決18】 名 古 屋 地 判 平14・3・1(京 た こ 事件)で は,売1=予 測 に実 際

の 売kが 達 した 月 が あ る こ とか ら売 上 予測 が適 正 で あ った を 認 め て い る。

【判 決16】 千葉 地 判 平13・7・5(ロ ー ソ ン千 葉 事 件)で は,売 上 予測 の9

割 に売 上 が達 して い る こ とか ら予測 が杜 撰 で あ った とい うフ ラ ンチ ャ イ ジー

の 主張 を 否 定 して い る。 これ ら の判 決 か らは実 際 の 売 上が 予 測 の90%に

達 す れ ば売 上 予 測 が適 正 で あ った こ と は認 め られ る と い う判 例 の ルー ル を

導 き 出 させ る か も しれ な い。

2-4実 際 の売 上 と予 測 に乖 離 が あ った た め 予測 が 適 正 で は な か っ た との

心 証 を 裁 判 官 が も った 事例

この 事 例 群 に属 す る 判例 は,実 際 の売 上 と予測 に乖 離 が あ った た め,r

測 が 適 正 で な か った と推 認 は して い な い もの の,少 な く と も予測 が適 正 で

は な か った との 心 証 を裁 判 官 が も った 事例 で あ る。

(1)判 例 の 紹 介

【判決8】 名 古屋 地 判 平10・3・18(飯 蔵 事 件)15'

「右 誤 謬 が な か った とす る と,本 件 店 舗 の 「日売 上 高 」 は,46万1454

円 とな る が,こ の 予測 は 被 告算 出 の 「日売 上高」 を は るか に超 え る もの で,
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実態 との乖離は益々甚だ しくなっている。このようにそもそも計算 ミスが

なければそれ らしい数字が出てこない点からも,被 告の売上予測の正確性

にはきわめて強い疑問が残る。」

【判決4】 京都地判平3・10・1(進 々堂事件)

「本件店舗の開店後,原 告は,被 告の指示に基づいて商品を揃え,宣 伝

を行 った に もか か わ らず,実 際 の 売 上 高 は,被 告 の 予 測 を 大 き く下 回 った。

これ らの点に鑑みると,被 告の行った本件店舗の需要予測の結論の客観性,

正確性には疑問があるといわざるを得ない。 もっとも,売 上高の予測に関

しては,売 上高は季節的な要因で変動することも考え られること,開 店後

の宣伝活動の近隣住民への十分な浸透を図るためにはある程度の時間が必

要であるとも考えられること,本 件店舗付近の世帯数は,最 近増加する傾

向にあったことに照 らせば,本 件店舗の開店後の売 止の実績が被告の予測

を下回ったか らといって,出 店を可能 と考えた被告の判断が長期的に見て

も誤っていたと断定することはできない。」

【判決11】 福岡高判平13・4・10(神 戸サ ンド事件)((il

「本件店舗は,控 訴人の指導援助や被控訴人の営業努力にもかかわらず,

月平均130万 円程度の売一L高であり,予 測売上高の3分 の1に も満たない

結 果 と な って い る,… …Aが 売 上 高 予測 の た め に 用 い た 商 圏 人 口,マ ー

ケ ッ トサ イズ,シ ェア に関 す る各 数 値 は,い ず れ も十分 な調 査,検 討 を経

て お らず,合 理 性 を 有 しな い と いわ ざ る を得 な い か ら,本 件 報 告 書 に お け

る本 件 店 舗 の 予 測 売 上 高(月 間)を490万 円 とす る 判 断 は,そ の 断定 的 な

表現 とは 裏 腹 に,合 理 性 を欠 い た誤 った推 論 で あ った もの と評 価 され るべ

きで あ る。」

(2)rの 分 析

【判 決8】 名 占 屋地 判 平10・3・18(飯 蔵 事 件)は,売 一Lf測 と実 際 の 売

iに 著 しい乖 離 が あ った た め に,売 上 予測 の 正 確性 に き わ めて 強 い 「疑 問」

が 残 る と して い る が,明 確 に適 正 で なか っ た と推定 して い る わ けで は な い。
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しかし,裁 判官が売上予測の不適正性をかなり心証として持 ったといえる

判決である。【判決11】 福岡高判平13・4・10(神 戸サ ンド事件)で は,

現実の売上が予測を大幅に下回ったことを,売 上予測が合理性を欠いてい

ることを推定する根拠のひとつとして用いている。すなわち,実 際の売上

と予測の乖離のみで 予測が不適正であるとは推定 しないが,推 定する要因 ・

根拠のひとつとしているのである。【判決4】 京都地判平3・10・1(進 々

堂事件)で も,予 測 と実際の売上の乖離を,売 上予測が客観性(適 正性)

を欠いていることを推定す る根拠のひとつとして用いているが,売 上 脅則

の適正性を証明する他の証拠から,予 測の適正性を認めている。これらの

事例群は,実 際の売上 と予測の乖離により予測が適 正でなかったと推定は

しないが,そ の 予測が適正でなかったとする証拠 ・理由のひとつとして採

用 している判決である。すなわち,こ れらの事例群では,実 際の売上と予

測の乖離は裁判官の心証に影響を与えるだけであり,予 測が適 正でなかっ

たことの証明責任はフランチャイジーに課せられていると判断されている。

3ま とめ

以 上 の 判 例 の 結 果 を ま とめ る と,次 の よ うな結 論 に な るの で は な い だ ろ

うか。

実 際 の売}:と 予 測 が 乖 離 した と い う事 実 だ け で は,そ の 費則が適 正 で な

か った とい う こ と は断 定 で き な い。 しか し,「2-2売 上 予測 と現 実 の売i

に乖 離 が あ った場 合,売i矛 測 は 適 正 で な い と推 定 した判 例 」 の 判例 群 に

よ れ ば,実 際 の 売 上 が 予 測 の60%を 下 回 っ た場 合 に は,そ の 予 測 が 適 正

で な か った と推 定 され る。 よ って,60%未 満 の 場 合 に は,売1:予 測 が適 正

で あ った ことの 証 明責 任 は フラ ンチ ャ イザ ー に課せ られ るので,フ ラ ンチ ャ

イ ザ ー に は 予測 が適 正 で あ った こ との 証 明 が で き な けれ ば損 害 賠 償 責 任 が

課 せ られ る171。そ して,「2-3実 際 の売 上 がr測 に達 した た め 合 理 性 が 認

め られ た 事 例 」 の 判 例 群 に よれ ば実 際 の 売 ヒが 予 測 の90%を 超 え た 場 合
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に は,売 上 予測 は適 正 で あ った と認 め られ る。 よ って,予 測 が適 正 で な か っ

た と した フ ラ ンチ ャイ ジー の 損 害 賠 償 請求 は 棄却 され る。 そ して,そ の他

の 判 例 群 の よ うに,実 際 の売 上 が60%か ら90%の 場 合 は,売 上 予測 が適

正で あ った と推 定 され る。 よ って,予 測 が 適 正 で な か った こ との 証 明 責 任

は フ ラ ンチ ャ イ ジー に 課 せ られ る。 この た め,フ ラ ンチ ャイ ジー に そ の証

明 が で き な け れ ば 訴 え は 棄 却 され る とい う こ とに な る。 この よ うに 解 す れ

ば,実 際 の 売 一ヒが 予 測 数 値 の60%を 下 回 れ ば,売 一L予測 が 適 正 で な か っ

た と推 定 が 働 く結 果,フ ラ ンチ ャ イ ジー で は な くフ ラ ンチ ャ イザ ー に 売L

予 測 が 適 正 で あ った こ との 証 明 責 任 が 課 せ られ るた め,フ ラ ンチ ャ イ ジー

は 従 来 の 多 くの 判 例 に比 べ 有 利 とな るわ けで あ る。

しか しな が ら,繰 り返 しにな るが,従 来 の 多 くの 判 例 は,売 上 予 測 と現

実 の 売 上 に乖 離 が あ った と して も,こ の 乖 離 に よ り売 上 予測 が 適 正 で は な

い と推 定 しな か った 判 例 が ほ とん どで あ る。 す な わ ち,多 くの 判 例 で は,

乖 離 が どれ だ け あ ろ うが 無 か ろ うが,売 ピ ア測 が 不 適 正 で あ った と い う推

定 は働 か ず,そ の た め,売 上が 適 正 で は なか った こ と の証 明 責 任 は フ ラ ン

チ ャ イ ジー に 課 せ られ て い る。 例 え ば,【 判 決3】 東 京 地 判 平3・4・23

(デ イ リー ・ク ィー ン 事件)で は,実 際 の 売Lが 予測 の25%,【 判 決4】 京

都地 判 平3・10・1(進 々 堂 事 件)で は,【 判 決7】 大 阪地 判'F成7・8・25

(と う りゃん せ 事 件)で は,実 際 の売 上 が 予 測 の55%,【 判 決8】 名古 屋 地

判'1'-10・3・18(飯 蔵 事件),【 判 決9】 東 京地 判'r10・10・30(マ ー テ ィ

ナ イ ジ ン グ 事件(第 一 審))で は,実 際 の 売 上 が 予測 の39%,【 判 決11】

福 岡 高判 平13・4・10(神 戸 サ ン ド事 件)で は,実 際 の 売 上が 予測 の26%,

【判 決17】 東 京 地 判 平14・1・25(べ 一 カ リー カ フ ェ 事件)で は,実 際 の

売1二が 予 測 の39%か ら42%,【 判 決17】 大 津 地 判平14・11・7(東 近 畿 ス

パ ー 草 津 帰 帆 島 前 店 事 件 事 件)で は,実 際 の売 上 が 予 測 の24%と い うよ

う に これ らの 判 例 で は,す べ て 軒 並 み実 際 の 売 上 がr'測 の60%を ド回 っ

た に もか か わ らず,売 上 予測 が 適 正 で は な い とは推 定 して い な か った。 せ
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い ぜ い 「2-4実 際 の 売 一ヒと予 測 に乖 離 が あ った た め 予測 が 合 理 的 で は な

か った との 心 証 を 裁 判 官 が も った事 例 」 の よ うに,実 際 の売 上 と 予測 に乖

離 が あ った た め,予 測 が 不 合 理 で あ った と推 認 は して い な い もの の,少 な

くと も予 測 が 合 理 的 で はな か っ た との 心 証 を 裁 判官 が もつ 程 度 で あ った。

そ れ で は,な ぜ この よ う に実 際 の 売 上 が 予測 の60%を 下 回 って い る に

もか か わ らず,予 測 が 適 正 で な か った こ とが 推 定 され な い の か。 そ の理 由

と して は,判 例 に お い て 様 々な もの が あ げ られ て い るが81,売 上 は フ ラ ン

チ ャイ ジー の 店 舗 開 店 後 の フ ラ ンチ ャイ ジ ーの 営 業 努 力 に左 右 され る とい

う点 を あ げ て い る判 例 が 多 い。 す な わ ち,い く ら科 学 的 にか つ 合 理 的 に売

上 予 測 を した と して も,フ ラ ンチ ャ イ ジー の 経 営 が まず けれ ば,予 測 の数

値 に 現 実 の売 上 が 達 しな い の は 当然 で あ る と い う こ とで あ る。 【判 決3】

東京 地 判 平3・4・23(デ イ リー ・ク ィー ン事 件)で は,「 店 員 同 士 の 仲 が

陰 険 で 店 の 雰 囲気 が悪 か った こ と」 を 予想 が外 れ た 原 因 と して あ げて お り,

【判 決17】 大 津 地 判 平14・11・7(東 近 畿 スパ ー 草 津 帰 帆 島 前店 事 件 事 件)

も売 上 は フ ラ ンチ ャイ ジーの 営 業 努 力 に影 響 され る とい う点 を述 べ て い る。

確 か に売 上 予 測 は,あ くま で 予測 で あ る以 ヒ,は ず れ る こ とが あ って 当

然 で あ る。 そ の た め,予 測 が は ず れ た とい う事 実 だ け で フ ラ ンチ ャ イザ ー

に責 任 は 問 え な い。 ま た,フ ラ ンチ ャイ ザ ー と フ ラ ンチ ャ イ ジー は お 互 い

独 立 の 事 業 者 で あ る 以 上,失 敗 の 責 任 は フ ラ ンチ ャイ ジー に あ る と い え

る19'。

しか しな が ら,フ ラ ンチ ャイ ズ契 約 と い う特 殊性 も考 慮 せ ね ば な るま い。

フ ラ ンチ ャイ ズ契 約 は,フ ラ ンチ ャイ ズ チ ェー ンの ブ ラ ン ドイ メー ジを 守

る等 の 理 由か ら,フ ラ ンチ ャイ ズ契 約 に よ る拘 束性 が 非 常 に 強 い 契 約 で あ

る。 す な わ ち,フ ラ ンチ ャイ ジー は 店 舗 の 経 営 に つ い て,裁 量 の 余 地 は 非

常 に少 な い の で あ る。 営 業 努 力 しよ うに もそ の 範 囲 は 限 られ て お り,限 界

が あ る の で あ る。

ま た,フ ラ ンチ ャイ ズ契 約 に よ る フ ラ ンチ ャ イザ ー の 基 本 的 な 債 務 と し
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て,フ ラ ンチ ャ イザ ー は,フ ラ ン チ ャ イ ジー に対 して 経 営 ノ ウハ ウを 提 供

した り経 営 指 導 を す る義 務 が あ る。 フ ラ ンチ ャ イ ジ ー の店 舗 が フ ラ ンチ ャ

イザ ー の 予測 どお りの 売 上 に達 して い な い場 合,す な わ ち,フ ラ ンチ ャイ

ジー の 経 営 に問 題 が あ っ た ら,そ れ に対 して適 切 な経 営 指 導 を し,フ ラ ン

チ ャイ ジー の店 舗 の 売 上 が伸 び るよ うに援 助 を す る こ とは フ ラ ンチ ャイザ ー

の義 務 で あ る。 この よ うな義 務 が フ ラ ンチ ャ イザ ー に課 せ られ て い る以 上,

フ ラ ンチ ャイ ジー の店 舗 経 営 に 問題 が あ った と して も,そ の理 由 だ け で フ

ラ ンチ ャイ ザ ー が杜 撰 な売 上 予測 を した と して も免 責 され る の は お か しな

話 で あ る。 フ ラ ンチ ャイ ジー の 店 舗経 営 に 問 題 が あ れ ば,そ れ を 修 正 す る

の は フ ラ ンチ ャ イザ ー の義 務 だ か らで あ る(dpi。

以 上の点 を鑑 み る と,フ ラ ンチ ャ イ ジー の 店 舗 経 営 に 問 題 が あ った と し

て も,そ れ に た い して 経 営 指 導 を す る義 務 が,フ ラ ンチ ャ イザ ー に課 せ ら

れ て い る以 上,フ ラ ンチ ャ イ ジー の 店 舗 経 営 に問 題 が った とい う理 由だ け

で売 上 予測 が適 正 で あ った とい うこ とは証 明 で き な い。 しか も,フ ラ ンチ ャ

イ ズ契 約 とい う特 殊 性 か らフ ラ ンチ ャ イ ジー に は店 舗 経 営 に対 す る裁 量 が

限 られ て い るた め,店 舗 経 営 に問 題 が あ るか な いか の 判 断 基 準 は,フ ラ ン

チ ャ イザ ー の経 営 指 導 に従 った のか 否 か に集 約 され るの で は な い だ ろ うか。

さ ら に,は た して,フ ラ ンチ ャイ ザ ー の経 営 指 導 に従 った店 舗 運 営 を行 っ

た に もか か わ らず,フ ラ ンチ ャイ ジー の店 舗 が赤 字 経 営 に な った場 合,フ

ラ ンチ ャイ ジー に経 営 責 任 は 問 え る の で あ ろ うか。

これ らの 問題 点 をふ ま え,以 下 で は,フ ラ ンチ ャ イ ジー の 店 舗経 営 に 関

す る 問題 につ い て論 じ る。

注

(11金 井 高志 『フラ ンチ ャイ ズ契 約 裁 判例 の理 論 分 析』83頁 以 ド(判 例 タ

イム ズ社,2005年)。 小塚 荘一 郎 「フ ラ ンチ ャイ ズ契約 と説 明義務 」 判 夕

1178号174頁(2005年)。
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フラ ンチ ャイズ契 約締 結準備段階におけ るフランチ ャイザーによ る

売 上収 益予測情 報 とフラ ンチ ャイ ジーによる店 舗経 営

(2)拙 稿 「フ ラ ンチ ャイ ズ シ ステ ム とフ ラ ンチ ャイ ズ契約 締 結 準備 段 階 に

お け る売 上 予測(2・ 完)」 大 阪 学院30巻1・2号80頁 以 下(平 成16年)

に おい て,筆 者 は売上 予測 と実 際の 売 上 に乖 離 が あ った場 合 に,こ れ だ

けで フラ ンチ ャ イザ ー に情 報提 供 義無 違 反 を 課 す こ とは で きず,売 上 予

測 が 合理 的 でな か った と裁 判官 の心 証 形 成 に影響 を 与え るだ け と述 べ た。

しか し,そ の後,判 例 を詳 し く再 分析 して み る と,乖 離が あ った場 合,

フ ラ ンチ ャ イザ ー に情 報提 供 義 無違 反 が あ った と まで は され な いが ,売

上 予測 が 合理 的で な か った推 定 が働 き,売 上 予測 が 合理 的 で あ る こ とを

証 明 で きな けれ ば,フ ラ ンチ ャ イザ ー に情 報提 供 義務 が 課 せ られ る とい

うこ と にな って い るよ うで あ る。 この 証 明 責任 の 問題 を検 討 してみ よ う

とい うの が本稿 の 主題 で あ る。

(3)な お,こ の判 決 で は,売 上 予測 につ い て フ ラ ンチ ャイ ジー に客 観 的 で

明 白な誤 謬 が あ る こ との 立 証責 任 が 課せ られ,立 証 責 任 が なか った と し

て フ ラ ンチ ャイ ザ ーの 責任 が 否 定 され て い る。 金 井 高志 『フ ラ ンチ ャイ

ズ契 約 裁判例 の理 論分 析』72頁 以 下(判 例 タイ ムズ社,2005年)

(4)近 藤 充 代 「コ ン ビニ ・フラ ンチ ャイ ズ訴訟 の新 た な 展開 と課題 」 丹 宗

暁信 ほ か編 「構 造 改革 批 判 と法 の視 点』205頁(花 伝 社,2004年)参 照 。

なお,金 井 弁護 士 は,こ の 【判決22】 金 沢地 判平15・4・28(サ ー クルK

金沢M店 事 件)は,売 上 実績 が 売 上 予測値 よ りもは るか に低 水 準で あ っ

た 場 合 に は,フ ラ ンチ ャイザ ー の情 報 開示 提 供義 務 違 反 ・過 失 の 推 認 を

す べ き と して お り,今 後,こ の よ うな 判断 基 準 が定 着 す る とす れ ば,売

上 ・収 益 予 測 に関 す る裁 判 にお い て,フ ラ ンチ ャイ ジー に取 り極 め て重

要 な意 義 を 有す る先 例 とな る と考 え られ る と され る。 金井 高 志 『フ ラ ン

チ ャイ ズ契 約 裁判 例 の理 論 分析』250頁 以 下(判 例 タイム ズ社,2005年)

(5)拙 稿,【 判決8】 名古 屋地 判 平10・3・18(飯 蔵 事件)評 釈,法 時72巻2

号85頁 以 下 も参照 され たい。

(6)拙 稿,【 判決11】 福 岡 高判 平13・4・10(神 戸 サ ン ド事 件)評 釈,法 時

75巻2号114頁 以 ドも参照 された い。
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(7)大 阪地 裁 判 事補 を中心 に した 研 究会 が 民 事通 常 裁 判官 に対 し行 った ア

ンケー ト結 果 に よれ ば,本 稿 で の結 論 と違 う結 果 が 出て い る。 す なわ ち,

「ア ンケ ー ト結 果 に よれ ば,フ ラ ンチ ャイ ジーが,当 事者 間 の情 報 格差 を

理 由 と して,フ ラ ンチ ャ イザ ー が フラ ンチ ャイ ジー に 示 した 売 上収 益 予

測 の 内容 す ら主張 せ ず,フ ラ ンチ ャイザ ー に 証拠 の 開 示 を求 め る求 釈 明

を繰 り返 し,訴 訟 が 遅 滞 した こ とが あ った との回 答 もあ った。 売 上収 益

予 測 の合 理 性 の 判断 に関す る証 拠 が フ ラ ンチ ャイザ ー の側 に遍 在 して い

る こ とは否 定 で きな い ものの,フ ラ ンチ ャ イザー が 行 っ た説 明 内容,結

果 的 にそ の 説 明 内容 に合 致 しな い 経営 状 況 とな った こと 自体 の 主張 立証

責任 は,フ ラ ンチ ャイ ジー の認 識 及 び その 手 元 にあ る資料 によ って も可

能 で あ るか ら,フ ラ ンチ ャイ ジー に対 し,そ の点 につ い て早 期 に主 張 立

証 させ るべ きで あ る。」 と主 張 され る。 民 事実 務 研究 「フラ ンチ ャ イズ契

約 関 係訴 訟 につ いて 」判 タ1162号53頁 以 下(2004年)。

(8)売 上 予 測 が困難 な こ とにつ い て は,前 掲 注(2),拙 稿(2・ 完),63頁 以

Fを 参照。

(9)対 等 な 当事 者 で あ る こ とにつ い て,批 判 的見 解 と して,近 藤 充代 「コ

ン ビニ ・FC契 約 を め ぐる判 例 の 新 た な動 向 」 清 水 誠 先 生 古 希 記念 論 集

『市民 法 学 の課題 と展 望』543頁 以 下(日 本 評論 社,2000年)

(10)フ ラ ンチ ャイ ザ ーの フ ラ ンチ ャ イ ジー に対す る指 導援 助 義 務 は フ ラ ン

チ ャイ ズ契 約 の根 本 で あ り,ほ とん ど の契 約 書 に指 導 援助 義 務 は 明記 さ

れ て い るが,そ の具 体 的義 務 が 明 記 され て い る わ けで は な く,抽 象 的 な

条項 が 多 い。 そ の た め,実 際 問題 と して フ ラ ンチ ャイ ジー が フ ラ ンチ ャ

イザ ー の指 導援 助 義 務 違反 を主 張 す るの は困 難で あ る。 詳 し くは 第4章

参照 。 その他,近 藤 ・前 掲注(6),550頁 以 下が 詳 しい。

ま た,経 営 ノウハ ウの付 与に つ い て は,清 水 建 成 「ノウハ ウの 付与 」

西 口元 ほか編 『フラ ンチ ャイズ契約 の 法律 相談 』115頁 以 下(青 林 書 院,

2004年)を 参照。
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フランチ ャイズ契約締結準備段 階におけるフラ ンチ ャイザーによる

売 上収益予測情報 とフラ ンチ ャイジーによる店舗経営

第3章 フラ ンチ ャイ ジーの店舗経営 と売上予測

1は じめ に

第 一 章 で 問 題 提 起 を した第 二点 目 を検 討 す る。 二点 目は,売 上 予測 と フ

ラ ンチ ャ イ ジー の 店 舗 経 営 の関 係 で あ る。 す な わ ち,フ ラ ンチ ャイ ジー の

店 舗 経 営 に 問 題 が あ れ ば,フ ラ ンチ ャ イザ ーが 杜 撰 な予 測 を した と して も

責 任 が な くな るの か とい う問 題 で あ る。 フ ラ ン チ ャ イ ジ ー は独 立 の 事 業 者

と して店 舗経 営 に あ た らね ば な らず,失 敗 した 場 合 は フ ラ ン チ ャ イ ジー の

責 任 で あ る こ とが原 則 で あ る とは い え,フ ラ ンチ ャ イ ズに は そ の ブ ラ ン ド

イ メ ー ジを守 る た め,契 約 に よ る拘 束性 が 非 常 に 強 く,フ ラ ンチ ャ イ ジー

の 店 舗 経 営 に対 す る裁 量 は非 常 に 狭 い。 ま た,フ ラ ンチ ャイ ジー の 店 舗経

営 を 指 導 ・援 助 す る の は フ ラ ンチ ャイ ザ ー の義 務 で あ る。

一 方 で
,売 上 予 測 と実 際 の売 上 に乖 離 が 生 じた結 果,紛 争 が 生 じた場 合,

フ ラ ンチ ャ イザ ー は必 ず,実 際 の 売 上 が 予 測 に達 しなか っ た理 由 と して,

フ ラ ンチ ャ イ ジ ー の店 舗経 営 に 問 題 が あ っ た こ とを 主 張 す るΦ。 しか しな

が ら,フ ラ ンチ ャ イ ジー の 店 舗 経 営 に問 題 が あ った と して,上 記 に示 した

フ ラ ンチ ャイ ズ シス テ ム の性 質 や フ ラ ンチ ャ イザ ー の フ ラ ンチ ャ イ ジー に

対 す る指 導援 助 義 務 を 考 え る と,フ ラ ンチ ャイ ジーの 店 舗経 営 に問題 が あ っ

た とい う事 実 だ けで,フ ラ ンチ ャイ ザ ー が杜 撰 な 予測 を した と して も責 任

が な くな る と い うの は お か しな話 で あ る 曲。 そ もそ も杜 撰 な 予 測 を した こ

と 自体,フ ラ ンチ ャ イ ジー の 店 舗 経 営 如 何 にか か わ らず 法 的 な責 任 が 発 生

す るの で は な い だ ろ うか 。

以 上 の 問 題 点 か ら,フ ラ ンチ ャイ ジ ーの 店 舗 経 営 と売 上 予測 の関 係 を探

る べ く,判 例 を 検 討 す る。
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2判 例 分 析

この フ ラ ンチ ャイ ジー の 店 舗 経 営 と売 上 予測 の関 係 につ いて は,判 例 は

一 貫 して い な い
。

2-1売 上予測と実際の売止の乖離の原因の一つとして,フ ランチャイジー

の店舗経営の問題があるとした事例

(1)判 例の紹介

【判決6】 千葉地判平6・12・12(ほ っかほっかてい事件)

「なお,売 上低迷の原因について,原 告側は,元 来本件店舗の立地条件

は持ち帰 り弁当店にとっては不利であって,経 営努力によっても被告の出

した売 ヒ予測値等を上げることは所詮不可能であったと主張するのに対し,

被告側は,原 告側の経営姿勢や営業努力の不足を問題とする。結局,本 件

の事実関係を子細に検討 しても,本 件店舗の売上が被告の予測値に達 しな

かったことの原因を確定することは困難というほかはない。」

【判決21】 大津地判平14・11・7(東 近畿スパー草津帰帆島前店事件)

「被告は,新 たに店舗を建設するにあたっては,事 前に,① 商圏特性,

②通行量,③ 店舗条件(視 界性),④ 競合環境について調査 し,過 去の出

店経験と合わせて売L一予測をし,投 資効果を検討 している。 もっとも,至

の店舗における売上額がどのようになるかということは,上 記の条件か ら

一義的に決まるものではな く,そ の店舗の特有の種々の要素が加味されて

くるだけでな く,当 該店舗の経営者の経営姿勢,資 質,努 力,従 業員の教

育 等 に も相 当影 響 され る もの で あ る。 … … あ る店 舗 に お け る売1;額 は,

定の条件をあてはめればかなり正確に予測できるというものではな く,当

該店舗に特有の要素によっても影響 されるものであるし,ま た,当 該店舗

の経営者の経営姿勢,資 質,努 力等にも影響されるものであるから,開 店

前の時点において,売 上額に関する一応の目標数値をあげることはできる

としても,合 理的な根拠を持 って売上予測をすることは極めて困難なこと
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フラ ンチ ャイズ契 約締 結準備段階にお けるフランチャイザー による

売 上収益 予測情 報 とフラ ンチ ャイジーによ る店舗経営

であると考えられる。 したがって,被 告がそれなりの根拠をもとに売上に

関 す る 予 測 を し,こ れ を 前 提 と した シ ミュ レー シ ョ ンを作 成 した と ころ,

実 際 に は,そ の売 上 予 測 と異 な った か ら と い って,そ の こ とが 直 ち に フ ラ

ンチャイジーになろうとする者に対する不法行為を構成するものではない

とい うべ きで あ る。」

(2)若:Fの 分 析

これ らの 判 決 は,フ ラ ンチ ャイ ジー の営 業 姿 勢 に実 際 に 問題 が あ った わ

け で はな く,売 上 予測 と実 際 の売 上 の乖 離 の 原 因 の一 つ と して,フ ラ ンチ ャ

イ ジー の店 舗 経 営 の問 題 が あ る こ とを一 般 論 と して語 った事 例 で あ る。 よ っ

て,実 際 に経 営 姿勢 に 問題 が あ った 場 合 に ど うな るか につ いて は,不 明 で

あ る。 例 え ば,【 判 決6】 千葉 地 判 平6・12・12(ほ っか ほ っか て い事 件)

で は,実 際 の 売 上 が 予測 に達 しな か った原 因 を確 定 す る こ とは で きて い な

い。 そ して,売 上予 測 が 低 迷 した の は,様 々 な 要 因 が あ る た め ,実 際 の 売

上 と予 測 の 乖 離 だ けで,売 ヒ予 測 が 不 合 理 で あ った と推 定 す る こ とは で き

な い と述 べ て い る。 す な わ ち,そ の いわ ん とす る骨 子 は乖 離 が あ った と し

て もそれ だ け で適 正 で な か った を 推 定 す る こ と はで き な い と い う こ と で あ

り,実 際 に フ ラ ンチ ャイ ジー の経 営 姿 勢 に 問 題 が あ った 場 合 に は ど うな る

か まで は判 断 され て い な い。

2-2フ ランチ ャイジーの店舗経営に問題があったことを売1予 測が適正

でなかったとの主張を否定する根拠のひとつに した事例

(1)判 例の紹介

【判決2】 大阪地判平2・11・28(焼 鳥屋大蔵事件)

「原告がやめた後,本 件店舗を引き継いだ訴外Aは,平 成元年7月 の売

1:が……の各実績をあげ,各 月相当の純益(1カ 月40万 か ら80万 円)を

得 て い る こ とが 認 め られ,こ の こ とか ら して も,本 件 店 舗 が 利 益 の あが ら

な い 店 舗 で あ った と は認 め らな い。」
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【判 決3】 東 京地 判 平3・4・23(デ イ リー ・ク ィー ン事 件)

「これ らの数 値 を 用 い て算 出 した 売 上 予測 は,実 際 の 売 上 高 と大 き く異

な っ た こ と が認 め られ る が,原 告 の営 業 が 予想 を遥 か に 下 回 った 原 因 と し

て,開 店時期や店前の道路工事,店 員同士の仲が険悪で店の雰囲気が悪かっ

たことなど,種 々の要因が指摘 されており,そ れらの要因を否定するに足

る資料は提出されていない。そうすると,実 際の売 上が売上予想を大きく

下回ったことのみを理由に,被 告の用いた平均的競合率等の数値が誤って

いたものと認めることは困難である。」

【判決9】 東京地判平10・10・30(マ ーティナイジング事件(第 一審))

「確かに,行 徳店の開業後の営業は不振であって,こ の結果か らみると,

本件契約締結前の売 止等の予測はいささか過大であったのではないかとの

疑念が生 じないではないが,開 業後の営業成績は,も っぱら事業主たる原

告の工夫と努力に左右 されるものであって,原 告は,被 告の指導する効率

的な業務処理の実践を怠 るなど必ず しも十分な営業改善の努力を したとは

認めがたいから,こ の結果から,直 ちに事前の予測が過大であったと断ず

ることはできない。」

(2)若 干の分析

これらの事例群は,フ ランチャイジーの経営に問題があったことにより,

売上予測が適正でなかったとのフランチャイジーの主張を棄却 した事例群

である。 もっとも,フ ランチャイジーの経営に問題があったことのみで売

上予測の適正さを肯定 しているわけではな く売上予測が適正でなかったこ

とを否定する根拠(証 拠)の ひとつに しているだけである。

【判決2】 大阪地判平2・11・28(焼 鳥屋大蔵事件)で は,過 去の実績に

基づいて,日 売 り7,8万 円とした売上予測について,過 去の実績を否定

する立証がされていないことも合わせて売上予測の合理性を肯定する根拠

にしている。すなわち,各 個の実績が正確であったことと,本 件店舗を引

き継いだ者の営業実績の二点を根拠に売上予測が適正であったと判断して
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フラ ンチ ャイズ契 約締 結準備段 階にお けるフランチャイザーによる

売上収益 予測情 報 とフランチ ャイジーによ る店舗経営

い る。 【判 決3】 東 京 地 判 平3・4・23(デ イ リー ・ク ィー ン事 件)で は,

フ ラ ンチ ャイ ジー の店 舗 経営 が まず か った こ と も実 際 の売 上 が 予測 を下 回 っ

た 原 因 の一 つ と して い るが,こ れ だ けが そ の 理 由 と は判 断 され て お らず,

また,売 上 予 測 算 定 の際 に用 い た 数 値 に 明 自な 誤 謬 が 無 か った こ と な どか

ら売 上 予 測 が 適 正 で なか った とい う フ ラ ンチ ャ イ ジー の 主 張 を 棄 却 して い

る。 【判 決9】 東 京 地 判 平10・10・30(マ ー テ ィナ イ ジ ン グ事件(第 一 審))

で は,フ ラ ンチ ャ イ ジー が,フ ラ ンチ ャイザ ー の指 導 す る効 率 的 な 業 務 処

理 の実 践 を怠 る な ど必 ず し も十 分 な 営 業 改 善 の努 力 を した とは 認 め が た い

こ と か ら,売 上 の 予測 が 過 大 で あ った と断 ず る こ と は で き な い と して い る

が,売 上 予測 が客 観 的 な 資 料 と合 理 的 な 推 論 に基 づ いて い る た あ,フ ラ ン

チ ャ イ ジ ー に よ る売 上 予測 が適 正 で な か った との 主 張 を 斥 けて い る。

この よ う に これ らの 判決 は,フ ラ ンチ ャイ ジー の 店 舗 経 営 に問 題 が あ っ

た こ と も売 上 予 測 が 適 正 で あ った こ とを 推 定 す る根 拠 の一 つ と して い るが,

これ だ けで な く,売 上 予 測 の算 出方 法ci)など も合 わ せ て検 討 し,フ ラ ンチ ャ

イ ジー に よ る売 上 予 測 が適 正 で な か っ た との 主張 を棄 却 して い る。 も っ と

も,フ ラ ンチ ャイ ジー の売 上 予 測 の 主張 を 棄却 す る根拠 と して,フ ラ ンチ ャ

イ ジー の店 舗経 営 に問 題 が あ った こ とと,売 上 予 測 算 出方 法 が 合理 的 で あ っ

た こ との ど ち らを その 主 な理 由 と して い るか に つ い て は ,売 上 予 測 算 出 方

法 が そ の 主 な 理 由 とな って い る と い え る。 【判 決2】 大 阪 地 判 平2・11・28

(焼 鳥 屋 大 蔵 事 件)で は,売 上 予 測 算 出 の 基 礎 とな った過 去 の 実 績 の数 値

の合 理 性 を証 明 す る た め に,フ ラ ンチ ャイ ジ ーが 店 舗 経 営 を退 い て か ら店

舗 経 営 に あ た った者 の実 績 に つ い て 述 べ る際 に,フ ラ ンチ ャイ ジー の店 舗

経 営 に問 題 が あ った こ とに 裁 判 官 は ふ れ て い る。 【判 決3】 東 京地 判 平3・

4・23(デ イ リー ・ク ィー ン事 件)は,実 際 の売iが 予 測 を 下 回 った 原 因

の 一 つ と して フ ラ ンチ ャイ ジー の 店 舗経 営 に 問 題 が あ った こ とが 指 摘 され

て い る と しつ つ も そ の原 因 は不 明 で あ る と して お り,フ ラ ン チ ャイ ジー の

主 張 を 棄 却 す る実 際 の判 断 は売 上 予 測 の 算 出方 法 で な され て い る。 【判 決
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9】 東 京 地 判 平10・10・30(マ ー テ ィナ イ ジ ン グ事 件(第 一 審))で は,

売 上 予 測 の算 出方 法 によ って,売 上 予 測 が適 正 で あ る こ とを 判断 した上 で,

実 際 の 売 上 と予 測 が乖 離 した こ と につ い て の補 足 説 明 の形 で,フ ラ ンチ ャ

イ ジ ー の店 舗 経 営 に 問題 が あ った こ とを そ の乖 離 の理 由 と して述 べ られ て

い る。 よ って,以 上 の通 り,売 上 予 測 が適 正 で あ った か ど うか の 判 断 は 算

出方 法 の 合理 性 に よ って な さ れ て い る とい え る。

2-3フ ランチャイジーの店舗経営に問題がなかったことを売上予測が適

正でなかったと推定する根拠のひとつにした事例

(1)判 例の紹介

【判決10】 東京高判平11・10・28(マ ーティナイジング事件(第 二審))

「しか しながら,行 徳店開業後の営業実績は,売 上が一番多い月でも約

98万 円と,オ ーナー給与を除いた場合の損益分岐点売 上の約半分にしか

達 していない状態であり,日 平均客数も同様に一貫して大幅に下回ってい

る。開業後の営業成績は,事 業主である控訴人の努力に左右される面があ

ることは確かであるが,他 方において,本 件契約はフランチャイズ契約で

あって,開 業に伴って被控訴人による営業の指導,援 助が行われたもので

あり,営 業成績は,特 に営業当初はこれによるところも少な くないと推測

される。 この点について,被 控訴人は,控 訴人が被控訴人の指導に従わな

かったような主張を し,被 控訴人代表者は,同 旨の供述をするが,抽 象的

な 主 張,供 述 にす ぎな い もの で あ って,他 に これ を 裏付 け る に足 りる証 拠

はな く,開 業後の控訴人の営業に取 り立てて問題があったものとは認めら

れ な い。 そ こで,被 控 訴 人 の売 上試 算,予 測 につ い て検 討 す る に … …被 控

訴 人 の した 売 ヒ試 算,予 測 は,競 合 店 につ いて の 判 断 を誤 って した もの と

いうほかな く,被 控訴人が契約に先立って控訴人に対 して示 した情報が客

観的かつ的確な情報でなかったものと認められる。」

【判 決12】 名 古 屋 地 判 平13・5・18(サ ー クルK事 件(第 一・審))
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フラ ンチ ャイズ契約締結 準備段 階における フランチ ャイザーによ る

売 上収益 予測情報 とフラ ンチ ャイ ジーによる店 舗経 営

「(原告フランチャイジーは)本 件店舗の経営に意欲的に取 り組むなど経

営姿勢になんら問題がなかったと被告会社証人が認めているにもかかわ ら

ず,本 件 店 舗 の 日商 売 上 は,開 店 後 原 告 が 閉 店 した 平 成10年4月 ま で,

被 告 会 社 の算 出 した売 上 予測 に は 全 く及 ば な か った … …」

【判 決19】 金 沢 地 判 平14・5・7(デ イ リー ヤ マ ザ キ事 件)

「一 般 に フ ラ ンチ ャイ ズ契 約 にお い て,フ ラ ンチ ャ イ ジー は,フ ラ ンチ ャ

イ ザ ー か ら独 立 した 事 業 主 体 で あ り,フ ラ ンチ ャイザ ー の援 助 ・指 導 を仰

ぎ つ つ も,自 らの 努 力 と力 量 に よ り店 舗 経 営 を行 う こ とが 予定 され て い る

こ とに鑑 み る と,売 上 予測 等 に関 す る不 適 切 な情 報提 供 に基 づ き フ ラ ンチ ャ

イ ジーが フ ラ ンチ ャ イズ契 約 を締 結 し,開 業 後 に営 業 損 失 を 被 った と して

も,同 損 失 は直 ち に情 報 提 供 義 務 違 反 と相 当因 果 関 係 を 有 す る もの で は な

いo

しか しな が ら,本 件 甲店 の よ うな い わ ゆ る コ ン ビニ エ ン ス ス トア の場 合 ,

店 舗立 地 に よ って 売 上 高 が 左 右 され る面 が 大 き く,ま た フ ラ ンチ ャイ ズ契

約 の も とに お い て フ ラ ンチ ャ イ ジー は 商 品 構 成,納 入 業 者,店 舗 デザ イ ン

等をフランチャイザーの承認な く変更できないのが通常であることに鑑み

る と,フ ラ ンチ ャイ ズ以 外 の店 舗展 開 の 場 合 と比 較 して,フ ラ ンチ ャイ ジー

の営業努力や工夫には一定の限界があることは確かである。

従って,フ ランチャイザーか らの客観性かつ的確性を欠いた情報提供に

よってフランチャイズ契約を締結 したフランチャイジーが,開 業後に通常

要求 される営業努力を尽 くしても当該店舗の営業実績が全 く上が らないよ

うな場合には,営 業後の損失のうち相当と認め られる範囲の損失は,当 該

情報提供義務違反 と相当因果関係のある損害と認める余地 もないわけでは

ない。」

(2)若 干の検討

この事例群は,フ ランチャイジーの店舗経営に問題がなかったことを売

上予測が適正でなかったと推定する根拠のひとつに した事例である。もっ
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と も,適 正 で な か った 根 拠 にす る ものの,【 判 決17】 東 京 高 判 平11・10・

28(マ ー テ ィ ナ イ ジ ン グ事 件(第 二 審))【 判決18】 名 古 屋地 判 平13・5・

18(サ ー クルK事 件(第 一 審))で は,売 上 予 測 そ の もの を分 析 し,予 測

が 適 正で な か った こ と を認 め て い る の で,フ ラ ンチ ャイ ジー の経 営 姿 勢 に

問 題 が な い こ と だ け で,売 上予 測 が適 正 で な か った こ とが 認 め られ るわ け

で は な い 。 【判 決17】 東 京 高 判 平11・10・28(マ ー テ ィナ イ ジ ン グ事 件

(第 二 審))で は,本 件 が フ ラ ンチ ャイ ズ契 約 で あ る こ とか ら特 に,【 判 決

19】 金 沢 地 判 平14・5・7(デ イ リー ヤマ ザ キ事 件)は,フ ラ ン チ ャ イ ズ,

特 に コ ン ビニ と い う業 種 の特 性 か ら,フ ラ ンチ ャイ ジー の経 営 努 力 に は 限

界 が あ る と判 断 して い る よ うで あ る た め,フ ラ ンチ ャイ ジー の経 営 姿 勢 に

問 題 は な く,売 上予 測 の 不 合理 性 の 根拠 の ひ とつ と して い るよ うで あ る。

この フ ラ ンチ ャイ ズ契 約 の特 殊 性 と店舗 経 営 の 問 題 の 関 連 に つ い て は,以

下で ふ れ る。

2-4フ ランチャイジーの店舗経営に問題があったがこのことにより売上

予測の合理性を肯定 しなかった事例

(1)判 例の紹介

【判決22】 金沢地判平15.4.28(サ ークルK金 沢M店 事件)(判 例集未

登載)

「M店 の売上が低水準で推移 したこと,と りわけ,一 般にコンビニは道

路の新設や新たな競合店の出現等の特別の事情がない限 り,新 規開店後,

徐々に周辺住民の認知度が高まって売上が増加するのが通常であると思わ

れ,現 に,大 部分の被告チェーン各店においては,開 店後2年 ないし3年

間は売上が右肩上が りに増加 していると認められるにもかかわらず,M

店の売上は,2年 目はわずかな増加に止まり,3年 目には減少傾向を示 し

たことについては,原 告の経営態度が相当の原因になっていることは否定

できない。M店 の売上が低水準で推移 した原因については,① パー トや

..



フランチャイズ契約締結準備段 階における フラ ンチ ャイザーに よる

売上収益予測情報 とフラ ンチ ャイ ジーによる店舗経 営

アルバイ トの定着率が低 く,従 業員は原告に対する不満を述べていた,②

客のいる前で納入業者と口論になるなど納入業者とたびたび トラブルを引

き起こしていた,③ 原告は頻繁にサービスの低下につながる行為を行い,

原告の接客態度が悪いと苦情が寄せ られたこともあった,④ マニュアルで

は弁当の発注を週3便 行うとなっていたところ2便 しか行わず,弁 当の一

番良 く売れる昼の時間帯に品揃えが薄 くなっていた,そ して,ゾ ーンマネー

ジャーの指導にも従わず正味期限切れの商品を店頭に並べていたこともあっ

た等……顧客に対するサービスの低下,好 感を持たれない接客態度,雑 な

商品管理は,直 ちに客離れを招き,売 上の減少につながるということがで

きる。

しか しながら,M店 においては,様 々な不手際があったとはいえ,オ ー

プンセールの2日 間ですら本件売上予測値である日商30万 円に届かず,

オープン後約1カ 月間は,Yの 社員が連 日派遣 されて営業の指導を行 っ

たのに,そ の間の売上 日額が本件売上予測値の6割 である約18万 円に止

ま った こ と,本 件 契 約 が 解 約 さ れ た 後,YがM店 の 次 の オ ー ナ ー を 探 す

こともせず,直 営店 としての営業をせずに同店を閉鎖 したこと等の事実に

鑑みると,原 告の経営態度がDの 売上実績が本件売上予測等よりもはる

かに低水準で推移 したことの特段の原因であったことまで認めることはで

き な い。 す な わ ち,原 告の 経 営 態 度 が 売 上 不 振 の一 因 で あ って,と りわ け

2年 目,3年 目に売上が伸張 しなかったことの大 きな要因であったとは考

え られ るが,そ れ だ け で は,上 記 の売 上実 績 の 説 明 は つ か な い の で あ って ,

やはり,本 件売上予測値 自体が適正でなかったと推定せざるを得ないので

あ る。」

(2)若 干 の 検 討

【判決22】 金 沢 地 判 平15.4.28(サ ー クルK金 沢M店 事 件)は,大 変,

画 期 的 な 判 断 を して い る。 【判 決22】 金 沢 地 判 平15.4.28(サ ー クルK金

沢M店 事 件)で は,予 測 と現 実 の 売 上 に著 しい乖 離 が あ り,そ の こ との
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要 因 と して,フ ラ ンチ ャ イ ジー の 店 舗 経 営 に問 題 が あ っ た こ と を上 げて い

る が,し か し,こ の こ との み に よ って 予測 が 適 正 で なか った こ との推 定 は

覆 さ れ な い と して い る。 す な わ ち,売 一ヒ予測 が はず れ た原 因 を フラ ンチ ャ

イ ジー の 店 舗 経 営 の み に求 め る こ と はで き な い,逆 に言 え ば,フ ラ ンチ ャ

イ ジー の 店 舗 経 営 に問 題 が あ った と して も,こ の こ との み に よ って売 上 予

測 の 合 理性 は 証 明 され な い と判 示 され た 。

2-5フ ランチャイジーの経営に問題があったことにより売上予測が適正

であったことを肯定してはいないが,過 失相殺の際に考慮 した事例

(1)判 例の紹介

【判決8】 名古屋地判平10・3・18(飯 蔵事件)ll'

「原告は,被 告の指導援助を必ず しも受け入れず,ま た,独 自の経営路

線を追求 しながら,自 分が雇った店長と確執を生ずるなど,独 自の経営が

かえってうまくいかなかったことが窺える。……本件店舗の経営 とその破

綻については,原 告 も相当の責任を負 っているというべきである。」

【判決16】T葉 地判平13・7・5(ロ ーソン千葉事件)

「原告が右店舗を開店する前の月ごとの売上は前年同月比で平均約130

万円の減少にとどまっていたにもかかわ らず,開 店後は約200万 円以上減

少 していること,原 告は夜間にしか店舗に入 らなかったり,商 品の発注が

適切に行われない結果頻繁に欠品が生 じていたことなども考慮すると,売

止の減少は原告の店舗運営の仕方に問題があったことは否定できない。……

開店後の売上の減少は原告の店舗運営にかかる部分があると認められるこ

とから,… …7割 の過失相殺をするのが相当である。」

(2)若 干の検討

ここの判例群は,フ ランチャイジーの店舗経営の問題は売上予測の合理

性の判断に影響を与えなかったが,損 害賠償額の決定に当たり過失相殺 と

して考慮された事例である。そのためか,過 失相殺の割合は非常に高 くなっ
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フランチ ャイズ契約締結 準備段 階にお けるフランチャイザ ーによる

売 ヒ収益 予測情 報と フラ ンチ ャイジーに よる店舗経営

て い る 【%

3こ の 章 の ま とめ

この フ ラ ンチ ャイ ジー の 店 舗 経 営 と売 上 予 測 の 問 題 に関 して は,判 例 は

一 貫 して い な い よ うで あ る
。 しか し,判 例 に よ り次 の よ うな こ とは い え る

の で はな い だ ろ うか。

フ ラ ン チ ャイ ジー の店 舗 経 営 に 問 題 が な い 場 合 に は,売 上 予測 が適 正 で

な か った と推 定 す る根 拠(証 拠)の ひ とつ に はな る よ うで あ る。 最 終 的 な

判 断 は 売 上 予 測 の 計 算 方法 に よ りな され て い るが,店 舗 経 営 の 問 題 は適 正

で な か った か ど うか を推 定 す るか ど うか の基 準 に は な って い る。(2-3フ

ラ ンチ ャ イ ジーの 店舗 経 営 に問題 が なか った こ とを売 上 予 測 が適 正で な か っ

た と推 定 す る根 拠 の ひ とつ に した 事例 参 照)

フ ラ ンチ ャ イ ジー の 店 舗 経 営 に 問題 が あ る場 合 に は,売 上 予測 が 適 正で

なか った とす る フ ラ ン チ ャ イ ジ ー の 主張 を 否定 す る 根拠 の ひ とつ には され

る よ うで あ る。 しか しな が ら,そ の根 拠 と して,フ ラ ンチ ャ イ ジー の 店 舗

経 営 に問 題 が あ った こ と と,売 上 予測 算 出 方法 が 合理 的 で あ った こ との ど

ち らを そ の主 な理 由 と して い るか につ い て は,売 上 予測 算 出 方 法 が そ の 主

な 理 由 と な って い る とい え る。 つ ま り,売 上予 測 に関 して は,算 出 方法 が

そ の 合 理 性 の 判 断 基 準 の 主 な もの で あ り,店 舗 経 営 につ い て は,そ れ ほ ど

重 要 な もの で は な い とい え る。 そ の 理 由 と して は,や は り,フ ラ ンチ ャイ

ズ契 約 で あ る と い うこ とが 大 き い よ うで あ る。 フ ラ ンチ ャイ ズ契 約 の場 合

に は,ブ ラ ン ドイ メ ー ジを守 る とい う制 約 が あ る以k,フ ラ ンチ ャイ ジー

の 店 舗 経 営 に関 す る裁 量 の 幅 は,他 の 一 般 的 な 店 舗 経 営 者 に く らべ て非 常

に 狭 い。 よ って 経 営 努 力 とい って も限 界 が あ る。 ま た,ノ ウハ ウ の提 供 や

経 営 指 導 を 受 け る こ とが フ ラ ンチ ャ イズ 契 約 の 内 容 と な って い る た め,フ

ラ ンチ ャ イ ジー の 経 営 姿 勢 に 問題 が あ った 場 合 に は,フ ラ ンチ ャイ ザ ー に

そ れ を 経 営 指 導 に よ り改 善す る義 務 が あ る。 よ って,フ ラ ンチ ャイ ジー の
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経 営 に問 題 が あ った場 合 に は,フ ラ ンチ ャイザ ー に もその 責 任 が あ る と い

え な く もな い。(2-3フ ラ ンチ ャ イ ジー の 店 舗 経 営 に問 題 が な か った こ と

を売 上 予測 が適 正 で な か った と推 定 す る根 拠 の ひ とつ に した事 例 参 照)。

しか しな が ら,だ か ら とい って,フ ラ ンチ ャイ ジー に怠 惰 な経 営 が許 さ

れ る な ど フ ラ ンチ ャイ ジー の店 舗 経 営 に 問題 が あ って も免 責 され るは ず は

な く,ま た,そ もそ も フ ラ ンチ ャ イ ズ シ ステ ム は 独 立 の 事 業者 と して の フ

ラ ンチ ャ イ ジー の 自己 責 任 を 基 本 に成 り立 って い る もの で あ る。 よ って,

フ ラ ンチ ャ イ ジー の 店 舗 の 経 営 が 失 敗 した 場 合 に は フ ラ ンチ ャ イ ジー が 責

任 を 負 わ ね ば な らな い はず で あ る。

そ れ で は,フ ラ ン チ ャ イ ジ ーが 負 わ ね ば な らな い経 営 責 任 と は いか な る

もの か。 フ ラ ン チ ャ イ ジ ーの 経 営 姿 勢 が 問 題 に な るの は フ ラ ンチ ャ イ ジー

の 経 営 姿 勢 に著 しい落 ち度 が あ る場 合 のみ で あ ろ う。 ど の よ う な落 ち度 が

これ に該 当す るか と言 え ば,フ ラ ンチ ャイ ズ契 約 の 内容 か ら著 し く逸 脱 す

る よ う な場 合,ま た,営 業 を 行 う上 で必 要 な最 低 限 の常 識 を逸 脱 す る よ う

な場 合 の み で あ ろ う。 そ して,フ ラ ンチ ャイ ザ ー の 再 三 に 渡 る経 営 指 導 に

も従 わ な か っ た よ うな 場 合(【 判 決9】 東 京地 判 平10・10・30(マ ー テ ィ

ナ イ ジ ン グ事 件(第 一 審))参 照)な どが そ の 例 とな る。 【判 決3】 東 京 地

判 平3・4・23(デ イ リー ・ク ィー ン事 件)で は,店 員 同 士の 仲 が 険 悪 で

店 の 雰 囲 気 が 悪 か った こ とな どが あ げ られ て い る。 店 舗 経 営 を す る うえ で

最 低 限 必 要 な 従 業 員 教 育 が な され て いな か った な どが この 例 とな ろ う。

【判 決22】 金 沢 地 判 平15.4.28(サ ー クルK金 沢M店 事 件)で は フ ラ ン

チ ャ イ ジー の 店 舗 経 営 の問 題 点 と して,裁 判 所 は 「① パ ー トや ア ルバ イ ト

の 定 着 率 が 低 く,従 業 員 は原 告 に 対す る 不満 を述 べ て い た,② 客 の い る 前

で 納 入 業 者 と 口論 に な る な ど納 入 業 者 とた び た び トラ ブ ル を 引 き起 こ して

い た,③ 原 告 は頻 繁 に サ ー ビス の低 下 につ な が る行 為 を行 い,原 告 の接 客

態 度 が 悪 い と 苦情 が 寄 せ られ た こ と もあ った,④ マ ニ ュア ル で は弁 当 の発

注 を 週3便 行 うと な って い た と ころ2便 しか行 わず,弁 当 の一 番良 く売 れ
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売上収益 予測情報 とフラ ンチ ャイ ジーによる店 舗経営

る 昼 の 時 間帯 に 品 揃 え が 薄 くな って い た,そ して,ゾ ー ンマ ネ ー ジ ャー の

指 導 に も従 わ ず 正 味 期 限 切 れ の 商 品 を 店 頭 に並 べ て い た こ と もあ っ た等 」

を あ げ,「 顧 客 に対 す る サ ー ビス の低 下,好 感 を持 た れ な い接 客 態 度,雑

な 商 品 管 理 は,直 ち に客 離 れ を 招 き,売 上 の 減 少 につ な が る と い う こ とが

で き る。」 と判 断 して い る。 しか しなが ら,最 終 的 に は,「 原 告 の 経 営 態 度

が 売上 不 振 の 一 因 で あ って,と りわ け2年 目,3年 目に売 上 が 伸 張 しなか っ

た こ との 大 きな 要 因 で あ った と は考 え られ る が,そ れ だ け で は,上 記 の 売

上実 績 の 説 明 は つ か な いの で あ って,や は り,本 件 売 上 予 測 値 自体 が適 正

で な か った と推 定 せ ざ る を 得 な いの で あ る。」 と フ ラ ンチ ャ イ ジー の店 舗

経 営 に 問題 が あ った に もか か わ らず,売 上 予測 が 不 適 正 で あ った と判断 し

て い る

この よ う に,【 判 決22】 金 沢 地 判 平15.4.28(サ ー クルK金 沢M店 事 件)

の ご と く店 舗 経 営 に著 しい 落 ち 度 が あ った と して も,他 の 証 拠 に よ り売 上

予測 が 不 適 正 で あ る と 認 め られ る こ とは 可能 で あ り,売 上 げ 予 測 が 不 適 切

で あ る と裁 判 所 に判 断 さ れ れ ば,フ ラ ンチ ャイ ジー の 損 害 賠 償 請 求 は 当然

に 認 め られ る。

以 上 の通 り,フ ラ ン チ ャイ ズ契 約 の 内容 か ら著 し く離 れ,営 業 を 行 う1一

で必 要 な最 低 限 の 常 識 を 逸 脱 す る よ う な行 為 を フ ラ ンチ ャイ ジー が行 い,

か つ,フ ラ ンチ ャ イザ ー の 再三 に渡 る経 営 指 導 に も従 わ な か った よ うな場

合 に は,売 上 予測 が適 正 で な か った とす る フ ラ ンチ ャイ ジ ー の主 張 を否 定

す る根 拠 の ひ とつ に は され る。 しか しな が ら,こ の 基 準 に該 当 しな い よ う

な 問 題 が フ ラ ンチ ャイ ジー の店 舗経 営 に あ った と して も,そ れ に よ り売L

予 測 が 適 正 で なか ったす る フ ラ ンチ ャ イ ジー の 主 張 を 否 定 す る根 拠 と は な

りえ ず,よ って,第2章 で 示 した と お り,実 際 の 売 上 が 予測 の60%を 下

回 る場 合 に は,売 り 上げ 予測 が 不適 正 だ った とい う推 定 が 働 くの で,フ ラ

ンチ ャ イザ ー は他 の 証 拠 に よ り,売 上 予 測 が適 正 で あ った こ とを 証 明 せ ね

ば な らな い 。
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次 章 で は,

る。

このフランチャイザーの指導援助義務の問題について検討す

注

(1)例 え ば,【 判 決1】 東 京地 判平 元 ・11・6(イ タ リア ン ・ トマ ト事件)で

は 「売 七不 振 は原 告 らの 営業 努 力の 問題 で あ る。」 とフ ラ ンチ ャイザ ー は

主張 し,【 判 決2】 大 阪地 判平2・11・28(焼 鳥屋 大蔵 事件)で は,「 原告

が 利益 を 得 るか ど うか は,現 場 で の原 告 の営 業 努 力 が,第 一 の 要因 で あ

る。 安 岡 は,本 件 店 舗 に赴 き,原 告 に対 して4,5回 経営 指導 を した。 そ

の 内容 は,ま ず原 告 か ら営 業 内 容 を聞 き,そ の問 題 点 を指 摘 し,そ の 改

善 策 を 具体 的 に ア ドバ イス して い く形 で な され たが,原 告 には そ れ に従

い営 業方 法 を 改善 して い く態 度 に 欠 け,か た くな に 自分 の考 え に 固執 し

た。 原 告 は,以 前 スーパ ー マ ー ケ ッ トの経 営 で 失敗 し,今 回居 酒 屋経 営

を始 め た もので あ って,ま た,父 親 が原 告 といつ も行動 を共 に して お り,

原 告 は独 立心 に欠 け る面 が あ って,そ もそ も経 営 者 と して の適 格 に 欠 け

る と こ ろが あ る。 本 件店 舗 の 営 業上 の 損 失 も,原 告 の経 営 者 と して の 資

質 な い し営 業努 力 に 問題 が あ ったか ら生 じた もの で,被 告 の経 営 指 導 に

問題 は ない。」 と フラ ンチ ャイザ ーは 主張 して い る。」 とフ ラ ンチ ャイザ ー

は 主 張 して い る。 【判 決12】 名 古 屋地 判平13・5・18(サ ー クルK事 件

(第一審))で は,「 原 告 は被告 の指 導 に反 して,リ ピー ター の確保 を怠 る,

原 価率 が 上 が るよ うな 独 自の 方式 の経 営 を採 用 す る等,経 営 努力 を怠 り,

また は誤 った 方針 で経営 を進 め た。」 とフ ラ ンチ ャイザ ー は 主張 して い る。

【判 例22】 金 沢地 判平15・4・28(サ ー クルK金 沢M店 事 件)で は,フ

ラ ンチ ャイザ ー は,「 景 気 予測 や新 規商 品 の ヒッ ト予測,店 舗 の認 知向 上

度 は予 測 で き ない し,オ ーナ ー,従 業員 の 努力 や 経営 者家 族 の 協力 度 も

数値 化で きない。」,そ して,「M店 の売 上 が伸張 しなか った原 因は,株 式

会社 シー ア ン ドエ スの指 導 に 従 わず,客 を は じめ 従 業 員や 納 入 業者 ら と

の トラブル を重ね,営 業 努力 を怠 った原 告 の経営 態度 に あ り,こ れ を もっ
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て伸 張率 予測 が不 合理 で あ った とい うに はあた らな い。」 と主 張 して い る。

また,金 井 高志 『フ ラ ンチ ャ イ ズ契 約 裁 判 例 の理 論 分 析 』248頁 以 下

(判例 タイム ズ社,2005年)も 参照。

(2)こ の 点 につ き,宮 下助 教 授 は,売 上予 測 ・収 益 予測等 をめ ぐる裁 判 例

に関 して は,三 つ の レベ ルで情 報 提 供 義 務 の有 無 が 判断 され る との 見 解

を 述 べ られ る。 そ して,そ の3つ の レベ ル とは,① 加 盟者(フ ラ ンチ ャ

イ ジー)が 本 部(フ ラ ンチ ャイ ザ ー)が 提 供 した 売 上予 測 ・収 益 予 測等

に 関す る情 報 を 重視 して契 約 を締 結 したか,② 本 部 に よ り提 供 され た情

報 の 内容 が 実現 され る もの と加 盟 店 側 が認 識 して い るか,③ その情 報 が

客観 的 な 調 査 に よ らず に提 供 され た もので あ るか,ま た は 正確 性 に欠 け

る場 合 で あ るか,で あ る。 そ して,以 上の 三段 階 を ク リアす る と,本 部

は情 報 提 供 に関 す る責 任 を 負 うと され る。 た だ し,本 部 が責 任 を 負 う場

合で も,当 該 フ ラ ンチ ャイ ズの 業種,加 盟 者 の職 業 ・経 験 等,加 盟者 が

契 約 締結 の準 備 に 際 して と った行 動,本 部側 の 説 明態 様,営 業 開始 後 の

加 盟 者側 の落 ち度 な どが 考 慮 され る 旨,主 張 され て い る。 宮 下修 一 「契

約 関係 にお け る情報 提 供義 務 一非 対 等 当事 者間 に お ける契 約 を 中心 に一

(11)」 名法204号275頁 以F(2004年)。

(3)売 上 予測 の 算 出方 法 に つ いて は,拙 稿 「フ ラ ンチ ャイ ズ シス テム とフ

ラ ンチ ャイ ズ契 約 締結 準 備 に お ける売 上 予測(1)(2・ 完)」 大 阪学 院30巻

1・2号55頁 以 下(2004年)を 参 照 され たい。

(4)拙 稿,本 件 評釈,法 時72巻2号85頁 以 ドも参照 された い。

(5)売 上予 測 に関 す る紛 争 に お け る過 失 相 殺 の問 題 に つ いて は,拙 稿 注(3)

を参照 された い。
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第4章 フラ ンチ ャイジーの店舗経営 と

フラ ンチ ャイザーの指導援助義務

1は じめ に

フ ラ ンチ ャイ ジー の 経 営 に問 題 が あれ ば,フ ラ ンチ ャイ ザ ー が それ を指

導 す る義 務 が あ る。 フ ラ ンチ ャイ ジー の店 舗 経 営 とフ ラ ンチ ャイ ザ ー の指

導 援 助 義 務 との 関 係 は ど うな って い る で あ ろ うか?す な わ ち,実 際 の売 上

がr'測 に達 しなか った場 合,そ の こ とに よ って,フ ラ ンチ ャ イザ ー は,フ

ラ ンチ ャ イズ 契 約 上 の 指 導 援 助 義 務 違 反 とな るか で あ る'D。 この 問題 に つ

いて も,判 例 を み て い く こ とか らは じめ る。

2判 例

【判決14】 名占屋地判平13・6・28(サ ークルK雑 誌記事掲載事件(第

一審))

「被告会社が,本 件契約に基づ く指導援助を尽 くしたと言えるか否かを

検討すると,被 告会社が具体的にいかなる指導援助をすべきか等について,

そもそも本契約上は抽象的に規定されているものが多 く,被 告会社が同義

務に違反 したか否かは,被 告会社が同義務に違反 したか否かは,被 告会社

が全くこれを怠 った場合を除き即断 しがたい。

しかし,本 件契約 上,被 告会社による本件店舗の経営に必要な指導援助

が契約の目的とされてお り,原 告小山も被告会祉の巨大な経済力を背景に

した専門的な経営知識に期待 して本件契約を締結 したことが認められると

ころ,被 告会社の行うべき指導援助は,い ずれ も被告会社の経済力及びコ

ンビニエンスス トア経営に関する専門的知識を背景として可能となるもの

であるといえる上,特 に,商 品供給については,コ ンビニエンスストアで

販売される多種類の商品を少量ずつ個人で仕入れることは極めて困難であ
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るか ら,被 告会社の援助なしにはコンビニエンスス トアで必要とされる商

品の仕入れす らままな らないといえるのであって,こ れらの事実を考慮す

れば,被 告会社は本件契約に基づ く指導援助義務を履行 していたものとい

うべきである。

原告小山は,本 件店舗における売上が,そ の予測 として示された42万

FIJに達 しなか っ た こ とを も って,指 導 援 助 義 務 違 反 で あ る こ とを 主 張 して

い るが,前 記 の と お り,売 上 予 測 は,あ くま で も 予測 と して の 数 値 で あ っ

て,こ れに実際の売上が達 しなかったからといって,被 告会社の指導援助

義務違反が問題となるものではないし,そ の他,被 告会社が,指 導援助義

務 を怠 った と認 め る こ との で き る証 拠 は な い。」

【判 決 番 号 な し】 東 京 地 判 平5・5・31(サ ン ク ス 磯 子 田 中店 事 件)(判

時1484号86頁){2[

「本 件 加 盟店 契 約 上 は,必 要 な 限度 で 実 質 的 に指 導 ・助 言及 び情 報 提 供

がなされれば足 り,必 ず一定回数以上の巡回や書面の交付が行われなけれ

ば,直 ちに契約違反となるものではないと解される。」

【判決2】 大阪地判平2・11・28(焼 鳥屋大蔵事件)

「被告が負担する経営指導義務の具体的内容について判断す ると,原 告

は,被 告のなすべき経営指導は,そ の反対給付である月額20万 円のロイ

ヤリティーに見合うものでなければならない旨主張するが,証 拠によれば,

月当たり20万 円のロイヤリテ ィーは,経 営指導に対する対価という意味

もあるが,本 件店舗使用の対価(被 告の取得分)や 看板料,も しくは本件

チェーンに加入することにより,少 ない資金で開業できることに対する対

価の意味あいがより大きい ものと認められるし,ま たロイヤリティーの多

寡が店舗経営指導の内容を規定 し,具 体的な具体的な義務内容を導き出す

ものとも解 し難い。また,本 件契約に際 し,原 告被告間で経営指導の内容

についての具体的な話合い及び合意がなされたと認められないから,結 局,

被告としては,一 応の合理的な経営指導をなせば,義 務違反の責めを負わ
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ないものと解すべきである。」

【判決11】 福岡高判平13・4・10(神 戸サン ド事件)

「被控訴人は,フ ランチャイザーである控訴人の指導,援 助を受け入れ

る形で営業改善の努力を行っており,他 方,控 訴人は,フ ランチャイザー

として,被 控訴人の求めに応 じ,特 に,平 成9年6月 以降,本 件店舗の現

状分析に基づいて,店 舗運営の改善と売上拡大策の実施を提案 し,こ れを

実施することで,半 年以上に亘 り積極的に指導を続けてきたが,成 果がほ

とんど上が らないまま,本 件店舗は損失を計 上し続けたことが認められる

か ら,本 件店舗の出店のための初期投資費用のみならず,本 件店舗の営業

損失についても,控 訴人の本件報告書に合理性があると誤信 して開業した

場合に起 こりうる損害として,控 訴人の_1;記義務違反行為との間に相当因

果関係を認めるのが相当である。

もっとも,被 控訴人は,控 訴人の従業員Aの 作成 した現状分析 と改善

策に関する」二記書面により,来 店数を現状の二倍以上に増加させることが

できたとしても,売 上は約256万 円と控訴人の従業員Bが 説明した損益

分岐点の300万 円には及ばないという厳しい現実を認識し,平 成9年7月

には,控 訴人の従業員Aの 頻繁な来訪指導を受けて集客率のアップを図っ

たにもかかわらず,売 上に反映 しなかったのであるから,集 客率ア ップの

可能性の有無を見極めるのに必要な期間の経過後は,も はや損失を覚悟の

上で営業を継続 していたとみざるを得ない。 したがって,平 成9年3月 か

ら平成10年2月 までの間の営業により被控訴人に生 じた営業損失は上記

の通 り,1801万3114円 と認められるけれども(た だし,被 控訴人は,

1801万3017円 の限度で毛張 している。),こ のうち,被 控訴人の義務違反

と相当因果関係のある損害は,松 田による上記書面の提示と説明及び集中

的な指導か ら3カ 月以上が経過 した平成9年10月 末までに発生 した損失

1320万0786円 を限度 とするのが相当である。」
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3分 析

【判決14】 名古屋地判平13・6・28(サ ークルK雑 誌記事掲載事件(第

一審))

では,フ ランチャイザーの経営指導義務については,ま ず,「 被告会社

が具体的にいかなる指導援助をすべきか等について,そ もそも本契約上は

抽象的に規定されているものが多く,被 告会社が同義務に違反 したか否か

は,被 告会社が同義務に違反 したか否かは,被 告会社が全 くこれを怠った

場 合 を 除 き即 断 しが た い。」 とい う,見 解 を 示 して い る。 す な わ ち,【 判 決

14】 名 古 屋 地 判 平13・6・28(サ ー クルK雑 誌 記 事 掲 載 事 件(第 一 審))

で は,指 導 援 助 義 務 違 反 と な る の は,指 導 援 助 を 全 く行 わ な か った 場 合 し

か 認 定 しが た い と い う 見解 を 述 べ て い る。 そ して,さ らに は,「 原 告 小 山

は,本 件 店 舗 にお け る 売 上 が,そ の 予 測 と して 示 され た42万 円 に達 しな

かったことをもって,指 導援助義務違反であることを主張 しているが,前

記 の と お り,売 上 予 測 は,あ くまで も予 測 と して の数 値 で あ って,こ れ に

実際の売上が達 しなかったか らといって,被 告会社の指導援助義務違反が

問題となるものではない し,そ の他,被 告会社が,指 導援助義務を怠 った

と認めることのできる証拠はない。」 と,売 上予測に実際の売上が達 しな

かったとしても,必 ず指導援助義務違反が問われるわけではないし,ま し

てや指導援助義務違反と断定されるわけではないと判断 している。

【判決番号な し】東京地判平5・5・31(サ ンクス磯子田中店事件)(判

時1484号86頁)で は,【 判決14】 名占屋地判平13・6・28(サ ークルK

雑誌記事掲載事件(第 一審))と 同じように指導援助義務の具体的な中身

は定まってお らず,「 本件加盟店契約Lは,必 要な限度で実質的に指導 ・

助言及び情報提供がなされれば足 り,必 ず一定回数以上の巡回や書面の交

付が行われなければ,直 ちに契約違反となるものではないと解される。」

と必要な限度で指導援助をする義務があると判断 している。

そして,【 判決2】 大阪地判平2・11・28(焼 鳥屋大蔵事件)で は,「 本

・ ・



件契約に際し,原 ・被告間で経営指導の内容についての具体的な話合い及

び合意がなされたと認められないから,結 局,被 告としては,一 応の合理

的な経営指導をなせば,義 務違反の責めを負わないものと解すべきである。」

と フ ラ ンチ ャ イザ ー は合 理 的 な 指 導 を す れ ば 良 い と判 断 され て い る。

これ らの 判 決 か らす れ ば,売 上 予 測 に実 際 の 売 上 が 達 しな か った と して

も,必 ず 指 導 援 助 義 務 違 反 が 問 わ れ るわ けで はな い し,必 要 な 限 度 で 合 理

的 な 指 導 を フ ラ ン チ ャ イザ ー はす れ ば良 い と判 断 され て い る。 要 す る に,

フ ラ ン チ ャ イザ ーの 売 上 予 測 と指 導 援 助 義 務 は,ほ とん ど関 係 が な く,フ

ラ ンチ ャ イザ ー の 指 導 援 助 義 務 が 問題 とな る 可 能 性 も 【判 決14】 名 古 屋

地 判 平13・6・28(サ ー クルK雑 誌 記 事 掲 載 事 件(第 一 審))の よ う に全

く行 わ な か っ た な ど明 白 に断 定 で き る場 合 以 外 に は,認 め られ る 可能 性 は

少 な い と い う こ とが 判 例 の分 析 か らは い え る。

果 た して こ の よ う な判 断 基 準 が 正 しいか に つ い て は,疑 問が 残 る。 フ ラ

ンチ ャイ ズ契 約 と は フ ラ ンチ ャイ ザ ー の指 導 援 助 が あ って こ そ成 り立つ ビ

ジネ ス で あ り,フ ラ ンチ ャイ ジー は フ ラ ンチ ャイ ザ ー の指 導 援 助 を 期待 し

て フ ラ ンチ ャ イ ズ に加 入 して い る わ け で あ る(3i。フ ラ ン チ ャ イザ ー の指 導

援 助 が な け れ ば,フ ラ ンチ ャイ ジー は成 功 しな い し,フ ラ ンチ ャイ ザ ー の

指 導 援 助 が な け れ ば,そ もそ もフ ラ ンチ ャイ ズ シス テ ム とい え な い は ず で

あ る 中。 そ れ に もか か わ らず 「必 要 な 限度 で 合理 的 な 指 導 」 と い う判 断 基

準 で フ ラ ンチ ャイ ザ ー が 指 導 援 助 義 務 を 果 た した か ど うか を 判 断 して,良

い の だ ろ うか。

た しか に,具 体 的 な 指 導 援 助 義 務 が フ ラ ンチ ャ イ ズ契約 に よ って 明 確 に

か つ 具 体 的 に 定 め られ て い る場 合 は 少 な く,裁 判 所 が 指 導 援 助 義 務 違 反 を

認 定 す るの は 難 しいで あ ろ ケ5'。 しか しな が ら,売 上 予測 と い う一 定 の 数

値 を示 し勧誘 した フ ラ ンチ ャイザ ー が,実 際 の売上 が そ の 数値 に達 しな か っ

た とい うの に,【 判 決14】 名古 屋 地 判 平13・6・28(サ ー クルK雑 誌 記 事

掲 載 事件(第 一・審))の ご と く,「 被 告 会 社 が 全 くこれ を怠 った場 合 を 除 き
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即断 しがたい。」 と指導援助を全 く行わなかった場合以外は,認 定が事実

上不可能であるとして良いのだろうか。 フランチャイザーは,事 業が成功

するためのノウハウが分か らないから,フ ランチャイズに加盟 しているの

であって,必 要なかつ合理的な指導援助など分かるはずはない。すなわち,

どういうことをしなければ,必 要な最低限の援助なのか証明できるはずが

ないのである。だから,指 導援助義務違反は,こ の判決では認定不可能で

あると事実上判断 されたに等 しいと思える。

それでは,ど のような指導援助が必要であるかについては,本 稿の主題

からそれて しまうため,次 稿で詳しく検討することにする(6)。とりあえず,

本稿では,こ れ らの判決か らすれば,売 上予測に実際の売止が達 しなかっ

たとしても,必 ず指導援助義務違反が問われるわけではない し,必 要な限

度で合理的な指導をフランチャイザーはすれば良いと判例では判断されて

いるという結論を示すに留める。売上予測と実際の売上の乖離 と指導援助

義務とは,関 係がないと判例では判断されているのである。

注

(1)(本 章 にお け る指導 とは経 営 指導 で あ るか ら,本 章 の主題 か ら少 し離れ

るが,)フ ラ ンチ ャイザ ーの 指導 助 言義 務 が 説明 義務 と して契 約交 渉 時 に

まで拡 張 され る こ とにつ き,棚 瀬教 授 は,「 実 際,日 本 の判 例 は,し ば し

ば保 護義 務 を説 く前提 と して,フ ラ ンチ ャイ ズ契 約 に お け る本部 側 の 指

導 ・助 言義 務 を援 用 して い る が,そ れ は厳 密 にい え ば,本 来 保護 義 務 で

はな くて,特 定 の ノウ ハ ウ と ブラ ン ド名 を リソー ス と して 保持 す る フ ラ

ンチ ャイザ ー が,ロ イ ヤル テ ィを対 価 と して そ の ノウ ハ ウを フラ ンチ ャ

イ ジー に売 った,そ の 履 行義 務 の遂 行 にす ぎな い ので あ る。 さ らに,こ

の契 約 上 の 義務 は契 約 締結 段 階 には 本 来及 ば な い はず で あ る。 に も関 わ

らず,そ れ が,契 約 交 渉 に お いて フ ラ ンチ ャイ ジーが 不 適 切 な判 断 を し

な い よ うに す る,フ ラ ンチ ャイザ ー の ア フ ァー マ テ ィブな義 務 と して観
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念 され て い くこ とは,契 約 の理 解 と しては かな り強 引な解 釈で あ る と言 っ

て よい。 しか しそ の無 理 を感 じず に,人 が 「指 導 援 助」 と聞 い た と きに

何 とな く納 得 して しま うの は,日 本 の取 引が 関係 的 で あ って,当 事 者 は

そ の持 って い る優 越 的 な取 引 資源,こ の場 合 は経 験 や情 報 で あ るが,そ

れ を 当然 に 相 手方 の た め に もア フ ァー マ テ ィブに用 いて い く もの だ とい

う一 般 的 な期 待 が背 後 にあ るか らで あ る。」 と述 べ,フ ラ ンチ ャイザ ー の

指 導援 助 義 務 を契 約 交 渉 に お け る売 上 予測 の問 題 を結 びつ け る こ とは,

日本 的 な特 徴 で あ る と主張 され て い る。 棚瀬 孝雄 「関係 的 契約 論 と法秩

序 観」 棚瀬 孝雄 編 『契約 法理 と契 約慣 行』21頁(弘 文堂,1999年)

(2)売 上 予測 が争 わ れて い ない た め,本 判 決 には 判決 番号 をつ けて いな い。

(3)店 舗 の売 上不 振 に 対 して,フ ラ ンチ ャイザ ー が指 導 援助 が な か った と

訴 え る フラ ンチ ャイ ジ ーは 多 い。 拙 稿 「フラ ンチ ャイ ズ シス テム とフ ラ

ンチ ャイ ズ契 約 締 結 準 備段 階 に お け る売 上 予 測(1)」 大 阪学 院29巻2号

179頁 以 下(2003年)

(4)フ ラ ンチ ャ イ ジーの 店舗 指 導 援助 に,実 際 に あた る の は スーパ ー バ イ

ザ ー で あ る。 この スー パ ー バ イザ ー の指 導援 助 が 良 けれ ば,売 上が 上 が

るた め,各 フ ラ ンチ ャイザ ー が スー パ ー バ イザ ーの 教 育 に力 を 人れ て い

る。 拙 稿 「フ ラ ンチ ャイ ズ シ ステ ム とフ ラ ンチ ャイ ズ契約 締 結 準備 段 階

にお け る売 上予 測(1)」大阪学 院29巻2号179頁 以 下(2003年)。 スーパー

バ イザ ー の指 導 で20%の 売 止が増 した店 舗 もあ る。 国友 隆 一 『よ くわか

るコ ン ビニ業 界』59頁 以 下(日 本実 業 出版 社,1997年)。

(5)フ ラ ンチ ャイ ズ契 約 に お いて は,フ ラ ンチ ャイザ ー の指 導援 助 義 務 に

つ い て 具体 的 な義 務 を 規定 しな い た め,訴 訟 に お いて フ ラ ンチ ャイザ ー

の 指導 援助 義 務 を認定 す るの は難 しい。 近 藤充 代 「コ ン ビニ ・FC契 約 を

め ぐる判例 の 新 た な動 向」 清 水 誠 先 生古 希 記念 論 集 『市民 法 学 の 課題 と

展 望』543頁 以下(日 本評論 社,2000年)

(6)こ の点 に つ き,高 田助 教 授 は,特 約 店契 約 につ い てで は あ るが,「 特 約

店 が 適 正 な利 得 を挙 げ られ る 可能性 を提 供 す る義 務」 を 具体 化 して い く
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べ き で あ る 旨主張 され る。 高 田淳 「東京 高判 平14・12・5評 釈」 法学 新

報111巻11・12号300頁(2005年)。 大変 興味 深 い御 指摘 で あ り,今 後,

高田助 教授 の 見解 を参 考 に検討 してい きた い。

第5章 結びにかえて

1総 括

以 上,本 稿 で 検 討 した 内容 を総 括 す る と次 の よ うに な る。

まず,第2章 で は,判 例 を 分析 し,検 討 した結 果,次 の よ うな結 論 とな っ

た。

① 実 際 の 売 上 が 予 測 数 値 の60%を 下回 る場 合 に は,売 上 予測 が,不

適 正 で あ る と い う推 定 が 働 く。」

② 実 際 の 売 上 が,予 測 数 値 の90%を 超 え る場 合 に は,売 上 予測 が 適

IEで あ った とみ な され る。

③ 実 際 の売 上 が,予 測 数 値 の60%か ら90%の 場 合 に は,売 上予 測 が

適 正 で あ った と推 定 され るた め,予 測 が 適 正 で なか っ た こ と を フ ラ ン

チ ャイ ジー が 証 明 しな け れ ば な らな い。

この よ う に解 す れ ば,実 際 の売 上が 予 測 値 と著 し く乖 離 す る場 合(60%

以 」二の 乖 離 が あ った 場 合)に は,売 上 予測 が適 正 で な か った ・合 理 的 で な

か った と推 定 され るた め,売i予 測 が 適 正 で あ った ・合理 的 で あ った こ と

の 証 明 責任 は フ ラ ンチ ャ イザ ー に課 せ られ る。 よ って,情 報 収 集 力 に 劣 る

フ ラ ン チ ャ イ ジー に と って,従 来 の 多 くの 判例 に比 べ 有 利 とな る し,ま た,

本 当 に適 正 か つ 合理 的 な 予測 を した と フ ラ ンチ ャ イザ ー が 証 明 で きれ ば,

フ ラ ンチ ャイ ザ ー は 責任 を 負 わ な くて す む こ と とな り,事 例 ご と に妥 当 な

結 果 を 導 き 出せ る で あ ろ う。

また,実 際 の 売 ヒが 予測 数値 を 下 回 った こ とに 起 因 す る フ ラ ンチ ャ イ ズ

紛 争 ・判 例 で は,必 ず フ ラ ン チ ャイ ザ ー は,「 フ ラ ンチ ャ イ ジ ー の 店 舗 経
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営に問題があったため,実 際の売上が予測値を下回った。」 と主張する。

この点に関 しては,判 例を検討 した結果,以 下のような結論に達 した。

④ フランチャイジーの店舗経営に問題がないにもかかわらず,実 際の

売上が予測の60%を 下回った場合には,売 上予測が適正でなか った

とする証拠のひとつになる。

⑤ フランチャイジーの店舗経営に著 しい落ち度がある場合には,売 上

予測が適正でなか ったとするフランチャイジーの主張を否定する証拠

となる。

⑥ フランチ ャイジーの店舗経営に軽度な落ち度 しかない場合には,売

上予測が適正でなか ったとするフランチャイジーの主張を否定する証

拠とはな らない。

しか しなが ら,フ ランチャイジーの店舗経営の問題点 ・落ち度を考える

にあたって,フ ランチャイズ契約の特殊性 も考慮せねばならない。 フラン

チャイズ契約においては,フ ランチャイジーの経営に問題があれば,フ ラ

ンチャイザーがそれを指導する義務がある。 しかしながら,こ の点に関 し

て判例は,

⑦ 売上予測に実際の売上が達 しなかったとしても,必 ず指導援助義務

違反が問われるわけではないし,必 要な限度で合理的な指導をフラン

チャイザーはすれば良い

と判断されている。要するに,フ ランチャイザーの売上予測と指導援助義

務は,ほ とんど関係がなく,フ ランチャイザーの指導援助義務が問題とな

る可能性 も 【判決14】 名古屋地判平13・6・28(サ ークルK雑 誌記事掲

載事件(第 一審))の ように全 く行わなかったなど明白に断定できる場合

以外には,認 め られる可能性は少ないと判例において示されていると第4

章で述べた。

フランチャイズ契約においてフランチャイザーの経営指導 ・援助義務は,

抽象的な規定が多く,フ ランチャイザーの義務は明確化されていないため,
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裁 判 に お い て フ ラ ンチ ャイ ザ ー の経 営 指 導 ・援 助 義 務 違 反 を 問 う こ とは 非

常 に難 しい とい え るΦ。 よ って,判 例 に お い て 「必 要 な限 度 で合 理 的 な 指

導 を フ ラ ンチ ャイ ザ ー はす れ ば良 い」 と判 断 さ れ て い るの もや む を 得 な い

か も しれ な い。 しか しな が ら,フ ラ ンチ ャイ ズ シス テ ム ・契 約 とは フ ラ ン

チ ャ イザ ーの 指 導 援 助 が そ の 内容 の 中心 とな って お り,フ ラ ンチ ャイ ジー

の 店 舗 の 売 上 不 振 を フ ラ ンチ ャイ ザ ー の経 営 指 導 援 助 に よ って立 ち 直 らせ

る こ とが フ ラ ン チ ャ イ ズ契 約 の基 本 で あ る。 フ ラ ンチ ャイ ジー も経 営 不振

に な って も フ ラ ン チ ャ イザ ーが 指 導 援 助 を して くれ る と思 って大 金 を投 資

す るわ けで あ る。 よ って,判 例 に お いて 示 され た こ の よ う に 「甘 い」 基 準

で は,わ が 国 にお い て 順 調 に発 展 し,経 済 活 性 化 の起 爆 剤 と して期 待 さ れ

て い る フ ラ ンチ ャイ ズ シ ステ ム12そ の もの を 駄 目に して し ま う可 能 性 が あ

る。

とは い え,フ ラ ンチ ャ イ ズ シ ステ ム と は独 立の 事 業 者 同士 の 契 約 で あ っ

て,自 己責 任 の原 則 が 適 用 され る こ と も事 実 で あ る。 す なわ ち,フ ラ ンチ ャ

イ ジー が店 舗 経 営 に 失 敗 した場 合 に は,フ ラ ンチ ャ イ ジー が 最 後 に は責 任

を と らな けれ ば な らな い こ と も,フ ラ ンチ ャ イ ズ契約 の 基 本 的 な 原 則 で あ

る。 フ ラ ンチ ャイ ジー の店 舗 が 繁 盛 しな け れ ば,必 然 的 に フラ ンチ ャイザ ー

の 経営 指 導 ・援 助 義 務 違反 が 発 生 す る わ けで は ない。 それ で は,フ ラ ンチ ャ

イザ ー の経 営 指 導 ・援 助 義 務違 反 とな る場 合 は,い か な る場 合 で あ ろ うか。

別 の 点 か らこの 問 題 をみ る と,フ ラ ンチ ャイ ジー の店 舗 指 導 ・援 助 を 行

うの は,ス ー パ ー バ イザ ー と呼 ばれ る人 達 で あ るが,ス ー パ ー バ イザ ー の

能 力 が 高 くな れ ば な る ほ ど管 理 で き る店 舗 が 増 え,さ らに は,フ ラ ンチ ャ

イ ジー 店 舗 の 売 上 がLが れ ば,ロ イ ヤ リテ ィ収 入 も増 え る な ど フ ラ ンチ ャ

イザ ー に と って スー パ ーバ イザ ー の 育成 は欠 かせ な い。 この た め 各 フ ラ ン

チ ャイ ザ ー は ス ーパ ー バ イ ザ ー の養 成 に力 を 入 れ て い る こ と も確 か で あ る。

そ れ で は,な ぜ フ ラ ンチ ャイ ジー店 舗 の売 上 不 振 が 起 き た場 合 に,フ ラ

ンチ ャ イ ジー は フ ラ ンチ ャイザ ーの 経 営 指 導 ・援 助 が 無 か った と不 満 を持
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つ の で あ ろ うか。 フ ラ ンチ ャイ ザ ー の経 営 指導 ・援 助 義 務 違 反 とな る場 合

は,い か な る場 合 で あ ろ うか に つ い て,次 稿 で 検 討 す る。

注

(1)こ の問 題 を指 摘 した文 献 は,多 数 あ るが,例 と して,コ ン ビニ契 約 書

研究 会 「【資料 】 これ が加 盟店 を しば る契 約 だ」 エ コノ ミス ト1998年4

月14日82頁 以下 を あげ る。

【指導 援助 】

「甲 は,乙 契 約 店舗 の営 業 につ き,次 の 指導 援助 を行 い ます。(1)店舗 の

建設,改 造,改 装,お よ び甲指 定 の 請 負先 との契 約 推 薦 に関 す る指 導 援

助。(2)店 舗 の 販 売 用商 品 お よ び営 業 用消 耗 品 の仕 入 れ 推 薦 に関 す る指 導

援 助。(2店 舗 の 販売 用 商 品 お よ び営 業 用 の消 耗 品 の仕 入 れ推 薦 に関す る

指 導援 助 。(3涜 場 構 成,商 品配 置,商 品 陳 列,商 品 管理,発 注 業務,商

品 配送 便 の運 行 お よび到 着 時 間な らび に設備,機 器 類 に関 す る指 導援 助。

なお,乙 は,商 品 の 配送 便 の運 行 お よび到 着 時 間 につ いて 甲 の指 示 ・指

導 に従 う もの と します 。(4噺 規 オー プ ンに関 す る指 導 援助 。(5)教 育 研修

に関 す る指 導 援助 。 ⑥ 販 売 促進 に関 す る指 導 援助 。(7)会 計 業務 に関 す る

指 導援 助。(8)その他 店舗 運 営 に関す る指 導援 助。

甲は,乙 に対 し,前 項 の指導 援 助 を,営 業 の開 始前 並 びに 本契 約 の 期

間 中継続 して与 え,こ れ ら指導 援 助 の 詳細 は,甲 の 判断 に基 づ き,必 要

に応 じて,適 宜 甲所定 の 規定 お よ びマ ニ ュア ル に定 め ます」(ト ラブ ルで

多 い のが 指導 に関 して だ。 指 導 の 目標 基 準 が ない た め,本 部 は 「指 導 し

た」,加 盟店 は 「ま った くなか った」 と問題 にな る)。

また,近 藤 充代 「コ ンビニ ・FC契 約 をめ ぐる判例 の 新 たな動 向 」清 水

誠先 生古 希記 念 論集r市 民法 学 の課 題 と展 望』543頁 以 下(日 本評 論社,

2000年)も 参照。

(2)拙 稿 「フ ラ ンチ ャイ ズ シス テム とフ ラ ンチ ャイ ズ契 約 締 結 準 備段 階 に

お け る売 上予 測(1)」大 阪学 院29巻2号149頁 以F(2003年)
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フラ ンチ ャイズ契約締結 準備段 階におけ るフランチ ャイザー による

売 上収益 予測情報 とフラ ンチ ャイジーに よる店舗経営

判例

番号
判 決 名 結果

予測と実際の

売上との乖離

現実の数f直/

予測値

予測の不

適正につ
いての推

定

フ ラ ンチ ャイ ジー

の営業 努 力

1

東 京地 判 平 元 ・ll・6(イ タ

リア ン ・ トマ ト事件)(判 タ

732号249頁,判 時1363号92

頁)

棄却 約74% 推定 なし
不 明(問 題 あ りと

は され て いな い)

2

大阪 地 判 平2・11・28(焼 鳥

屋 大 蔵 事 件)(判 時1389号

105頁)
棄却

不明

(大幅な赤字)
推定な し

問題あり(当 該店

舗を引き継いだ者

は、 予想 の80%

程度で黒字経営)

3
東京地判平3・4・23(デ イリー ・

ク ィー ン事1牛)(判 夕769

号195頁)

棄却 25% 推定な し 問題あ り

4
京 都地 判 平3・10・1(進 々堂

事 件)(判 夕774号208頁 、

判時1413号102頁)

認容 54%以 下 推定な し
不明(問 題 あ りと

は され てい ない)

5
京 都地 判 平5・3・30(教 導

塾 事件)(判 タ827号233頁 、

判時1484号82頁)

認容 不明 推定な し
不明(問 題ありと

はされていない)

6
千 葉地 判 平6・12・12(ほ っ

か ほ っか てい 事件)(判 夕877

号229頁)

棄却 70%～90% 推定なし 不明

7
大阪 地 判 平成7・8・25(と う

り ゃん せ 事件)(判 タ902号

123頁 、 金判997号30頁)

棄却 55% 推定なし
不明(問 題あ りと

はされていない)

8
名 古屋 地 判 平10・3。18(飯

蔵 事件)(判 夕976号182頁)
認容 25% 推定なし

問題 あ り(過失相

殺で考慮)

9
東京地 判 平10・10・30(マ ー

テ ィナ イジ ング事件(第 一審)) 棄却 390 推定な し 問題あり

10
東 京 高判 平11・10・28(マ ー

テ ィナ イジ ング事件(第 二審))

(判 タ1023号203頁)

認容 39% 推定 問題な し

11

福 岡 高 判 平13・4・10(神 戸

サ ン ド事件)(判 時1773号52

頁)
認容 26% 推定な し

不 明(問 題 あ りと

は され てい ない)。

ザ ーの指 導援 助 に

よ る営 業改 善努 力

を して も売 ヒは低

迷。

12
名 占屋 地 判平13・5・18(サ ー

クルK事 件(第 一審))(判 時

1774号108頁

認容 売L予 測情報

を提供せず
推定な し 問題な し

13
名古屋 高判 平14・4・18(サ ー

クルK事 件(第 二審))(判 例

集未 登載:

認容
売上 予測情報

を提供せず
推定な し

不明(問 題ありと
はされていない)
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14
名 占屋地 判'T'13・6・28(サ ー

クルK雑 誌 記 事掲 載 事件(第
一審))(判 時1791号101頁)

棄却 60 推定
不明(問 題 あ りと

は され てい ない)

15

名rlf屋1高 半明」1三14・5●23事{牛

(サ ー クルK雑 誌 記 事掲 載 事

件(第 二審))(判 時1794号

86頁)

棄却 60 推定な し
不 明(問 題 あ りと

は され て いない)

16
千葉地 判}'13・7・5(ロ ー ソ

ン千 葉 事件)(判 例 集 未 登 載)
認容 90 推定 なし

問題 あ り(過失相

殺で考慮)

17
東 京地 判 平14・1・25(べ 一

カ リ ー カ フ ェ 事 件)(判 タ

1138号141頁)

棄却 39%^-42% 推定なし
不 明(問 題 あ りと

は され て いな い)

18
名 古屋 地 判 平14・3・1(京 た

こ事件)(判 例 集未 登 載)
棄却 100% 推定なし

不 明(問 題 あ りと

は されて いな い)

19
金沢地 判平14・5・7(デ イ リー

ヤ マ ザ キ 事件)(判 例 集 未 登

載)

認容 53%^'74% 推定あり 問題なし

20
大 阪 地 判 平14・10・4(フ ァ

ミリー マ ー ト宝 塚 口 谷 東店 事

件)(判 例 集 未登載)

認容 60 推定あり
不明(問 題 あ りと

は されて いな い)

21
大 津 地 判 、}q4・11・7(東 近

畿 スパ ー 草津帰 帆 島前店 弔件)

(判例 集 未登 載)

認容 240 推定な し
不明(問 題あ りと

は されて い ない)

22
金沢地 判 平15.4.28(サ ー クル

K金 沢M店 事件)(判 例集 未

登載)

認容 51%^-67% 推定な し 問題あ り
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